
昭
和
二
十
二
年
大
蔵
省
令
第
九
十
四
号

支
出
官
事
務
規
程

支
出
官
事
務
規
程
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

支
出
官
事
務
規
程
目
次

第
一
章
　
総
則
（
第
一
条―

第
四
条
）

第
二
章
　
官
署
支
出
官
の
事
務
取
扱
（
第
五
条―

第
二
十
六
条
）

第
三
章
　
セ
ン
タ
ー
支
出
官
の
事
務
取
扱
（
第
二
十
七
条―

第
五
十
一
条
）

第
四
章
　
雑
則
（
第
五
十
二
条―

第
五
十
八
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

第
一
条
　
支
出
官
及
び
支
出
官
代
理
の
事
務
の
取
扱
に
関
し
て
は
、
他
の
法
令
に
定
め
る
も
の
の
外
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
条
　
各
省
各
庁
の
長
（
財
政
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
各
省
各
庁
の
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
支
出
官
代
理
を
置
く
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
支
出
官
代
理
が
支
出

官
に
い
か
な
る
事
故
（
官
職
の
指
定
に
よ
り
支
出
官
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
欠
け
た
場
合
を
含
む
。
）
が
あ
る
と
き
に
代
理
を
行
う
べ
き
か
を
定
め
て
お
く
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
時
宜
に
よ
り
、
代
理
さ
せ

る
都
度
定
め
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

支
出
官
代
理
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
各
省
各
庁
の
長
の
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
支
出
官
の
事
務
を
代
理
す
る
も
の
と
す
る
。

支
出
官
及
び
支
出
官
代
理
は
、
支
出
官
代
理
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
支
出
官
の
事
務
を
代
理
す
る
と
き
は
、
代
理
開
始
及
び
終
止
の
年
月
日
並
び
に
支
出
官
代
理
が
取
り
扱
つ
た
支
出
に
関
す
る
事
務
の
範
囲
を
別
紙
第
一
号
書
式

の
支
出
官
代
理
開
始
及
び
終
止
整
理
表
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
規
定
は
、
支
出
官
代
理
が
支
出
官
の
事
務
を
代
理
し
て
い
る
間
に
当
該
支
出
官
代
理
に
異
動
が
あ
つ
た
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
条
　
予
算
決
算
及
び
会
計
令
（
昭
和
二
十
二
年
勅
令
第
百
六
十
五
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
十
三
号
に
掲
げ
る
経
費
に
充
て
る
た
め
の
資
金
の
前
渡
は
、
官
署
支
出
官
（
令
第
一
条
第
二
号

に
規
定
す
る
官
署
支
出
官
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
官
署
支
出
官
代
理
（
官
署
支
出
官
の
事
務
を
行
う
支
出
官
代
理
を
い
う
。
）
を
含
む
。
第
二
十
六
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
と
同
一
の
官
署
に
置
か
れ
た
資
金
前
渡
官
吏
に
対
し
、

支
払
を
必
要
と
す
る
金
額
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
条
　
支
出
官
の
事
務
取
扱
で
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
こ
の
省
令
に
よ
り
難
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
特
例
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
章
　
官
署
支
出
官
の
事
務
取
扱

第
五
条
　
官
署
支
出
官
は
、
支
出
の
決
定
（
令
第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
支
出
の
決
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
　
官
署
支
出
官
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
控
除
に
係
る
報
酬
、
賃
金
、
給
与
そ
の
他
の
経
費
に
つ
い
て
、
支
出
の
決
定
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
経
費
の
金
額
を
当
該
控
除
の
金
額
と
そ
の
他
の
金
額
と
に

区
分
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
会
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
経
費
に
つ
い
て
資
金
前
渡
官
吏
（
分
任
資
金
前
渡
官
吏
を
含
む
。
第
十
五
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同

じ
。
）
に
必
要
な
資
金
を
前
渡
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
百
六
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
百
六
十
九
条
第
六
項
の
規
定

二
　
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
百
三
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定

三
　
国
家
公
務
員
宿
舎
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定

四
　
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
第
三
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定

五
　
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
第
十
五
条
第
二
項
又
は
第
十
七
条
の
二
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

六
　
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
八
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律

第
六
十
三
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
四
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

七
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
百
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定

八
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
百
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定

九
　
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定

十
　
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
（
当
該
規
定
に
相
当
す
る
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法

第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
に
よ
る
協
定
の
規
定
を
含
む
。
）

十
一
　
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定

十
二
　
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
三
十
七
条
第
一
項
（
同
法
第
百
四
十
条
第
三
項
（
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
七
十
六
条
の
四
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
百
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

十
三
　
確
定
拠
出
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定

前
項
の
規
定
は
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
三
百
二
十
一
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
六
（
同
法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
八
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
三
百
二
十
八
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
若
し
く
は
同
法
第
七
百
十
八
条
の
四
（
同
法
第
七
百
十
八
条
の
六
、
第
七
百
十
八
条
の
七
第
三
項
及
び
第

七
百
十
八
条
の
八
第
三
項
並
び
に
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
四
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
税
の
特
別
徴
収
に
係

る
給
与
、
退
職
手
当
等
若
し
く
は
老
齢
等
年
金
給
付
の
経
費
又
は
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
百
八
十
三
条
第
一
項
、
第
百
九
十
条
、
第
百
九
十
二
条
、
第
百
九
十
九
条
、
第
二
百
三
条
の
二
、
第
二
百
四
条
第
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一
項
若
し
く
は
第
二
百
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
所
得
税
の
源
泉
徴
収
に
係
る
給
与
等
、
退
職
手
当
等
、
報
酬
そ
の
他
の
経
費
に
つ
い
て
支
出
の
決
定
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
前
項
中
「
当
該
控
除
の
金
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
特
別
徴
収
税
額
又
は
源
泉
徴
収
税
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条
　
官
署
支
出
官
は
、
国
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
四
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
債
権
管
理
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
相
殺
を
し
た
と
き

又
は
そ
の
所
掌
に
属
す
る
債
務
に
つ
い
て
法
令
の
規
定
に
よ
り
相
殺
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
相
手
方
に
、
当
該
相
殺
に
係
る
国
の
債
権
に
つ
い
て
歳
入
徴
収
官
等
（
債
権
管
理
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
歳
入
徴

収
官
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
発
し
た
納
入
告
知
書
又
は
納
付
書
を
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
官
署
支
出
官
は
、
当
該
納
入
告
知
書
又
は
納
付
書
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
歳
入
徴
収
官
等
に
納
付
書
の
交
付
を
請
求
し
、
こ
れ
を

受
け
る
も
の
と
す
る
。

歳
入
徴
収
官
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
大
蔵
省
令
第
百
四
十
一
号
）
第
十
二
条
第
一
項
（
同
令
第
四
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
納
入
告
知
書
を
送
付
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
「
相
手
方
に
、
当
該
相
殺
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
相
殺
」
と
、
「
が
発
し
た
納
入
告
知
書
又
は
納
付
書
を
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
「
か
ら
納
入
告
知
書
の
送
付
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
」

と
す
る
。

前
三
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
官
署
支
出
官
は
、
当
該
相
殺
に
係
る
国
の
債
務
の
金
額
に
つ
い
て
、
支
出
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
規
定
に
よ
る
支
出
の
決
定
は
、
当
該
債
務
の
金
額
が
当
該
相
殺
に
係
る
国
の
債
権
の
金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
債
務
の
金
額
を
相
殺
額
と
そ
の
他
の
金
額
と
に
区
分
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
場
合
に
お
い
て
、
官
署
支
出
官
は
、
第
一
項
の
相
殺
に
係
る
国
の
債
務
の
金
額
が
当
該
相
殺
に
係
る
国
の
債
権
の
金
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
そ
の
差
額
及
び
当
該
相
殺
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称

を
、
当
該
債
権
を
所
掌
す
る
歳
入
徴
収
官
等
（
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
の
送
付
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
　
官
署
支
出
官
は
、
そ
の
所
掌
に
属
す
る
支
払
金
に
係
る
債
務
に
つ
い
て
、
債
権
管
理
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
相
殺
又
は
充
当
を
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
相
手
方
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
、
国
の
支
払
う

べ
き
金
額
、
相
手
方
の
納
付
す
べ
き
金
額
、
相
殺
額
又
は
充
当
額
、
相
殺
又
は
充
当
を
し
た
日
付
、
相
殺
又
は
充
当
を
し
た
国
の
債
権
に
係
る
歳
入
徴
収
官
（
分
任
歳
入
徴
収
官
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
官
署
支
出
官
又
は
出
納
官

吏
（
分
任
出
納
官
吏
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
官
職
及
び
氏
名
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
書
面
を
歳
入
徴
収
官
等
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

官
署
支
出
官
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
相
殺
を
す
る
国
の
債
権
が
歳
出
そ
の
他
の
支
払
金
の
返
納
金
に
係
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
返
納
金
に
利
息
、
延
滞
金
又
は
一
定
の
期
間
に
応
じ
て
付
す
る
加
算
金
が
付
さ
れ
て

い
る
と
き
は
、
ま
ず
返
納
金
に
つ
い
て
相
殺
を
し
、
次
い
で
利
息
、
延
滞
金
又
は
加
算
金
に
つ
い
て
相
殺
を
す
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
　
官
署
支
出
官
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
国
庫
内
の
移
換
の
た
め
の
支
出
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
他
の
会
計
、
勘
定
又
は
資
金
に
資
金
を
繰
り
入
れ
る
た
め
、
支
出
の
決
定
を
す
る
と
き

二
　
歳
入
徴
収
官
又
は
国
税
収
納
命
令
官
（
分
任
国
税
収
納
命
令
官
を
含
む
。
第
十
一
条
第
六
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
発
し
た
納
入
告
知
書
、
納
税
告
知
書
又
は
納
付
書
（
そ
れ
ぞ
れ
日
本
銀
行
（
本
店
、
支
店
又
は
代
理
店

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
納
付
場
所
と
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
基
づ
い
て
歳
入
に
納
付
し
、
又
は
国
税
収
納
金
整
理
資
金
に
払
い
込
む
た
め
、
支
出
の
決
定
を
す
る
と
き

三
　
貨
幣
回
収
準
備
資
金
取
扱
担
当
官
（
貨
幣
回
収
準
備
資
金
事
務
取
扱
規
則
（
平
成
十
五
年
財
務
省
令
第
四
十
六
号
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
貨
幣
回
収
準
備
資
金
取
扱
担
当
官
を
い
う
。
第
十
一
条
第
六
項
第
三
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
が
発
し
た
納
入
告
知
書
に
基
づ
い
て
貨
幣
回
収
準
備
資
金
に
払
い
込
む
た
め
、
支
出
の
決
定
を
す
る
と
き

四
　
他
の
官
署
支
出
官
又
は
日
本
銀
行
に
預
託
金
を
有
す
る
出
納
官
吏
が
発
し
た
納
入
告
知
書
又
は
納
付
書
に
基
づ
い
て
歳
出
の
金
額
に
戻
し
入
れ
、
又
は
預
託
金
に
払
い
込
む
た
め
、
支
出
の
決
定
を
す
る
と
き

五
　
第
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
九
号
及
び
第
十
一
号
の
規
定
に
よ
る
控
除
の
金
額
を
歳
入
に
納
付
す
る
た
め
、
支
出
の
決
定
を
す
る
と
き

六
　
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
に
お
い
て
、
国
債
の
引
受
け
を
行
う
者
か
ら
国
が
そ
の
者
に
支
払
う
べ
き
国
債
の
発
行
に
係
る
手
数
料
の
金
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
金
額
の
国
債
の
発
行
に
係
る
収
入
金
の
払
込
み
を
受
け

た
場
合
に
、
当
該
手
数
料
を
日
本
銀
行
本
店
に
納
付
す
る
た
め
、
支
出
の
決
定
を
す
る
と
き

七
　
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
に
お
い
て
、
国
債
整
理
基
金
の
運
用
と
し
て
保
有
す
る
国
債
の
売
払
い
の
委
託
を
受
け
た
者
か
ら
、
国
が
そ
の
者
に
支
払
う
べ
き
当
該
国
債
の
売
払
い
に
係
る
手
数
料
の
金
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相

当
す
る
金
額
の
売
払
代
金
の
払
込
み
を
受
け
た
場
合
に
、
当
該
手
数
料
を
日
本
銀
行
本
店
に
納
付
す
る
た
め
、
支
出
の
決
定
を
す
る
と
き

八
　
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
源
泉
徴
収
税
額
を
国
税
収
納
金
整
理
資
金
に
払
い
込
む
た
め
、
支
出
の
決
定
を
す
る
と
き

九
　
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
労
働
保
険
料
を
労
働
保
険
特
別
会
計
の
徴
収
勘
定
の
歳
入
に
納
付
す
る
た
め
、
支
出
の
決
定
を
す
る
と
き
（
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

十
　
会
計
法
第
十
七
条
又
は
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
日
本
銀
行
に
預
託
金
を
有
す
る
出
納
官
吏
に
資
金
を
交
付
す
る
た
め
、
支
出
の
決
定
を
す
る
と
き

十
一
　
会
計
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
出
納
官
吏
が
繰
替
使
用
し
た
供
託
金
を
補
て
ん
す
る
資
金
を
当
該
出
納
官
吏
に
交
付
す
る
た
め
、
支
出
の
決
定
を
す
る
と
き

十
二
　
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
に
対
し
て
、
出
資
し
、
資
金
を
貸
し
付
け
、
又
は
補
給
金
を
交
付
す
る
た
め
、
支
出
の
決
定
を
す
る
と
き

十
三
　
会
計
法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
国
債
、
借
入
金
又
は
一
時
借
入
金
の
元
金
償
還
の
た
め
の
資
金
を
日
本
銀
行
に
交
付
す
る
た
め
、
支
出
の
決
定
を
す
る
と
き

十
四
　
会
計
法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
国
債
、
借
入
金
又
は
一
時
借
入
金
の
利
子
支
払
の
た
め
の
資
金
を
日
本
銀
行
に
交
付
す
る
た
め
、
支
出
の
決
定
を
す
る
と
き

十
五
　
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
別
会
計
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
外
国
為
替
資
金
の
運
営
に
要
す
る
経
費
の
支
払
に
必
要
な
資
金
を
日

本
銀
行
に
交
付
す
る
た
め
、
支
出
の
決
定
を
す
る
と
き

十
六
　
特
別
会
計
法
第
六
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
財
政
融
資
資
金
預
託
金
の
利
子
の
支
払
に
必
要
な
資
金
を
日
本
銀
行
に
交
付
す
る
た
め
、
支
出
の
決
定
を
す
る
と
き

十
七
　
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
に
お
い
て
在
外
公
館
等
借
入
金
の
返
済
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
四
十
四
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
資
金
を
日
本
銀
行
に
交
付
す
る
た
め
、
支
出
の
決
定
を
す
る

と
き

十
八
　
削
除

十
九
　
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
に
お
い
て
財
政
融
資
資
金
か
ら
借
り
入
れ
た
借
入
金
又
は
一
時
借
入
金
の
元
金
を
償
還
す
る
た
め
、
支
出
の
決
定
を
す
る
と
き

二
十
　
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
に
お
い
て
財
政
融
資
資
金
か
ら
借
り
入
れ
た
借
入
金
又
は
一
時
借
入
金
の
利
子
の
支
払
を
す
る
た
め
、
支
出
の
決
定
を
す
る
と
き

二
十
一
　
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
に
お
い
て
財
政
投
融
資
特
別
会
計
の
投
資
勘
定
か
ら
借
り
入
れ
た
借
入
金
若
し
く
は
一
時
借
入
金
の
元
金
を
償
還
し
、
又
は
そ
の
利
子
の
支
払
を
す
る
た
め
、
支
出
の
決
定
を
す
る
と
き
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二
十
二
　
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
に
お
い
て
財
務
省
証
券
、
食
糧
証
券
、
石
油
証
券
、
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
証
券
又
は
融
通
証
券
（
政
府
資
金
調
達
事
務
取
扱
規
則
（
平
成
十
一
年
大
蔵
省
令
第
六
号
）
第
二
条
第
三
号
か
ら
第

四
号
ま
で
に
規
定
す
る
融
通
証
券
を
除
く
。
）
の
割
引
差
額
の
支
払
を
す
る
た
め
、
支
出
の
決
定
を
す
る
と
き

二
十
三
　
特
別
会
計
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
外
国
為
替
等
の
売
買
に
伴
つ
て
生
じ
た
損
失
金
を
補
て
ん
す
る
た
め
、
支
出
の
決
定
を
す
る
と
き

二
十
四
　
財
政
融
資
資
金
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
号
）
第
五
条
若
し
く
は
第
六
条
第
一
項
又
は
他
の
法
律
若
し
く
は
政
令
の
規
定
に
よ
り
預
託
さ
れ
た
財
政
融
資
資
金
預
託
金
（
国
及
び
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
の
預
託
金

に
限
る
。
第
十
一
条
第
六
項
第
二
十
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
同
法
第
七
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
附
則
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
付
さ
れ
た
利
子
を
支
払
う
た
め
、
財
政
融
資
資
金
の
運
用
上
生
じ
た
損
失
金
を
補
て
ん

す
る
た
め
、
又
は
特
別
会
計
法
第
六
十
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
繰
替
金
を
返
還
す
る
た
め
、
支
出
の
決
定
を
す
る
と
き

二
十
五
　
特
別
会
計
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
債
整
理
基
金
の
運
用
上
生
じ
た
損
失
金
を
補
て
ん
す
る
た
め
、
支
出
の
決
定
を
す
る
と
き

二
十
六
　
第
七
条
第
一
項
の
相
殺
の
相
殺
額
を
歳
入
に
納
付
し
、
歳
出
の
金
額
に
戻
し
入
れ
、
又
は
預
託
金
に
払
い
込
む
た
め
、
支
出
の
決
定
を
す
る
と
き

二
十
七
　
保
管
金
（
各
省
各
庁
の
長
の
保
管
に
係
る
現
金
と
な
る
べ
き
金
銭
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第
十
一
条
第
六
項
及
び
第
四
十
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
出
を
す
る
た
め
、
支
出
の
決
定
を
す
る
と
き
（
民
事
訴
訟
法

（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
第
二
百
五
十
九
条
第
三
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
宣
言
さ
れ
た
仮
執
行
を
免
れ
る
た
め
の
担
保
又
は
同
法
第
四
百
三
条
第
一
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
命
ぜ
ら
れ
た
強
制
執
行
を
停
止
す
る
た
め

の
担
保
と
な
る
保
管
金
そ
の
他
訴
訟
手
続
に
関
す
る
保
管
金
の
提
出
で
あ
つ
て
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
を
除
く
。
）

官
署
支
出
官
は
、
前
項
第
四
号
又
は
第
二
十
六
号
の
場
合
に
お
い
て
、
納
入
告
知
書
又
は
納
付
書
に
「
電
信
れ
い
入
」
の
記
載
が
あ
る
と
き
は
、
電
信
に
よ
る
国
庫
内
の
移
換
の
た
め
の
支
出
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
　
官
署
支
出
官
は
、
日
本
銀
行
が
指
定
し
た
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
へ
職
員
に
支
給
す
る
給
与
（
以
下
こ
の
条
、
第
十
六
条
及
び
第
十
九
条
に
お
い
て
「
職
員
給
与
」
と
い
う
。
）
を
振
り
込
む
た
め
の
支
出
の
決
定
を
す
る
場

合
に
は
、
当
該
職
員
給
与
の
支
給
日
の
二
営
業
日
前
の
日
ま
で
に
支
出
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
及
び
第
五
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
「
営
業
日
」
と
は
、
日
本
銀
行
の
休
日
で
な
い
日
を
い
う
。

第
十
一
条
　
令
第
四
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
支
出
の
決
定
を
し
た
旨
の
通
知
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
給
付
（
以
下
「
年
金
等
」
と
い
い
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
五

号
ま
で
に
掲
げ
る
年
金
等
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
た
各
支
給
期
月
ご
と
に
、
振
込
み
（
会
計
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
資
金
の
交
付
を
受
け
て
日
本
銀
行
が
行
う
令
第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号

に
規
定
す
る
債
権
者
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
出
納
官
吏
の
預
金
又
は
貯
金
へ
の
振
込
み
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
当
該
年
金
等
の
受
取
人
の
郵
便
貯
金
銀
行
（
郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
九
十
四

条
に
規
定
す
る
郵
便
貯
金
銀
行
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
預
金
へ
の
振
込
み
に
限
る
。
）
及
び
送
金
（
会
計
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
資
金
の
交
付
を
受
け
て
日
本
銀
行
が
行
う
令
第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

る
隔
地
の
債
権
者
、
同
項
第
二
号
の
債
権
者
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
出
納
官
吏
に
対
し
支
払
を
す
る
た
め
の
送
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
す
る
年
金
等
に
限
る
。
）
に
係
る
支
出
の
決
定
を
し
た
旨
の
通
知
に
つ
い
て
は
、

次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
収
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理

の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
送
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
に
よ
る
年
金
た
る
給
付

二
　
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
「
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た

る
給
付
（
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金
法
第
七
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
老
齢
福
祉
年
金
（
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て

「
老
齢
福
祉
年
金
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）

三
　
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
（
厚
生
労
働
大
臣
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
）

四
　
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付

五
　
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付

六
　
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
八
十
二
号
）
附
則
第
十
六
条
第
三
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
年
金
た
る
給
付

七
　
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
一
号
）
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚

生
年
金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
年
金
た
る
給
付

八
　
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
の
支
払
の
遅
延
に
係
る
加
算
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
三
十
七
号
）
に
基
づ
く
保
険
給
付
遅
延
特
別
加
算
金
及
び
給
付
遅
延
特
別
加
算
金

八
の
二
　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
百
二
号
）
に
基
づ
く
老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
及
び
補
足
的
老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
、
障
害
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
並
び
に
遺

族
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

九
　
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
に
基
づ
く
年
金
た
る
保
険
給
付
、
社
会
復
帰
促
進
等
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
年
金
た
る
特
別
支
給
金
及
び
労
災
就
学
等
援
護
費

十
　
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
号
）
に
基
づ
く
特
別
遺
族
年
金

十
一
　
恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
。
他
の
法
律
に
お
い
て
準
用
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
よ
る
年
金
た
る
給
付

十
二
　
国
会
議
員
互
助
年
金
法
を
廃
止
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
一
号
）
又
は
同
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
国
会
議
員
互
助
年
金
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
号
）

に
よ
る
年
金
た
る
給
付

十
三
　
執
行
官
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
十
八
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
執
行
官
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第

百
十
一
号
）
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
年
金
た
る
給
付

十
四
　
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
に
よ
る
年
金
た
る
給
付

十
五
　
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
に
基
づ
く
特
別
児
童
扶
養
手
当

前
項
の
通
知
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
小
切
手
（
日
本
銀
行
そ
の
他
の
財
務
大
臣
が
指
定
す
る
者
（
次
号
及
び
第
十
三
条
に
お
い
て
「
指
定
受
取
人
」
と
い
う
。
）
を
受
取
人
と
す
る
小
切
手
を
い
う
。
次
号
及
び
第
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
振
出
し
、
振
込
み
、

送
金
又
は
国
庫
内
の
移
換
の
た
め
の
支
出
の
決
定
の
別
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二
　
小
切
手
の
振
出
し
の
た
め
の
支
出
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
指
定
受
取
人
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称

三
　
振
込
み
又
は
送
金
の
た
め
の
支
出
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
受
取
人
と
な
る
債
権
者
又
は
出
納
官
吏
の
住
所
（
た
だ
し
、
支
出
の
決
定
が
年
金
等
（
前
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
年
金
等
に
あ
つ
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
た
各
支
給
期
月
ご
と
に
、
振
込
み
（
当
該
年
金
等
の
受
取
人
の
郵
便
貯
金
銀
行
の
預
金
へ
の
振
込
み
に
限
る
。
）
及
び
送
金
を
す
る
年
金
等
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
省
略
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
）
及
び
氏
名
又
は
名
称

四
　
支
出
の
決
定
の
金
額
（
外
国
送
金
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
金
額
が
外
国
貨
幣
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
別
に
定
め
る
外
国
貨
幣
換
算
率
に
よ
り
換
算
し
た
邦
貨
額
と
す
る
。
）
並
び
に
当
該
金
額
に
係
る
歳
出
年

度
、
所
管
、
会
計
名
、
部
局
等
（
勘
定
区
分
の
あ
る
特
別
会
計
に
あ
つ
て
は
勘
定
。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
る
と
き
は
部
局
等
、
項
及
び
目

五
　
小
切
手
の
振
出
し
又
は
支
払
指
図
書
若
し
く
は
国
庫
金
振
替
書
の
交
付
若
し
く
は
送
信
（
書
面
等
の
情
報
を
電
子
情
報
処
理
組
織
（
支
出
官
が
支
出
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
財
務
省
に
設
置
さ
れ
る
各
省
各
庁
の
利

用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
官
署
支
出
官
の
所
在
す
る
官
署
に
設
置
さ
れ
る
入
出
力
装
置
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
転
送
す
る
こ
と
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
年
月
日

六
　
電
信
に
よ
る
送
金
又
は
国
庫
内
の
移
換
を
要
す
る
と
き
は
そ
の
旨

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
振
込
み
の
た
め
の
支
出
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
振
込
先
の
金
融
機
関
（
日
本
銀
行
が
指
定
し
た
銀
行
（
日
本
銀
行
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の

金
融
機
関
を
い
う
。
）
及
び
そ
の
店
舗
、
預
金
又
は
貯
金
の
種
別
及
び
口
座
番
号
並
び
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
当
該
支
出
の
決
定
の
事
由
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
項
及
び
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
送
金
（
外
国
送
金
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
た
め
の
支
出
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
支
払
場
所
と
な
る
金
融
機
関
（
日
本
銀
行
が
指
定

し
た
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
を
い
う
。
次
条
及
び
第
五
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
そ
の
店
舗
又
は
郵
便
局
（
簡
易
郵
便
局
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
十
三
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
郵
便
窓
口
業
務
を
行
う
日

本
郵
便
株
式
会
社
の
営
業
所
で
あ
つ
て
郵
便
貯
金
銀
行
を
所
属
銀
行
と
す
る
銀
行
代
理
業
（
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
銀
行
代
理
業
を
い
う
。
）
の
業
務
を
行
う
も
の
を
い
う
。
次

条
及
び
第
五
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
当
該
支
出
の
決
定
の
事
由
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
項
及
び
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
外
国
送
金
の
た
め
の
支
出
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
当
該
支
出
の
決
定
の
金
額
が
外
国
貨
幣
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
当
該
外
国
貨
幣

の
金
額
を
、
当
該
支
出
の
決
定
の
金
額
が
邦
貨
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
送
金
す
べ
き
貨
幣
の
名
称
を
、
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
項
及
び
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
国
庫
内
の
移
換
の
た
め
の
支
出
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
必
要
な

事
項
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
九
条
第
一
項
第
一
号
の
支
出
の
決
定
を
し
た
場
合
　
振
替
先
と
し
て
当
該
資
金
の
繰
入
れ
を
受
け
る
取
扱
庁
名
並
び
に
受
入
科
目
と
し
て
年
度
並
び
に
所
管
（
一
般
会
計
に
あ
つ
て
は
主
管
）
、
会
計
名
及
び
勘
定
名
又
は
資

金
名

二
　
第
九
条
第
一
項
第
二
号
の
支
出
の
決
定
を
し
た
場
合
　
歳
入
徴
収
官
が
発
し
た
納
入
告
知
書
又
は
納
付
書
に
基
づ
い
て
歳
入
に
納
付
す
る
た
め
支
出
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
振
替
先
と
し
て
当
該
歳
入
の
取
扱
庁
名
（
当
該
納

入
告
知
書
又
は
納
付
書
が
分
任
歳
入
徴
収
官
の
発
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
取
扱
庁
名
及
び
当
該
分
任
歳
入
徴
収
官
の
所
属
庁
名
）
、
受
入
科
目
と
し
て
歳
入
年
度
、
主
管
（
特
別
会
計
に
あ
つ
て
は
所
管
）
、
会
計
名
及
び

勘
定
名
並
び
に
そ
の
他
の
事
項
と
し
て
納
入
告
知
書
又
は
納
付
書
に
記
載
さ
れ
た
番
号
、
国
税
収
納
命
令
官
が
発
し
た
納
入
告
知
書
、
納
税
告
知
書
又
は
納
付
書
に
基
づ
い
て
国
税
収
納
金
整
理
資
金
に
払
い
込
む
た
め
支
出
の
決

定
を
し
た
と
き
は
、
振
替
先
と
し
て
受
入
金
の
取
扱
庁
名
（
当
該
納
入
告
知
書
、
納
税
告
知
書
又
は
納
付
書
が
分
任
国
税
収
納
命
令
官
の
発
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
取
扱
庁
名
及
び
当
該
分
任
国
税
収
納
命
令
官
の
所
属

庁
名
）
、
受
入
科
目
と
し
て
年
度
及
び
国
税
収
納
金
整
理
資
金
で
あ
る
旨
並
び
に
そ
の
他
の
事
項
と
し
て
納
入
告
知
書
、
納
税
告
知
書
又
は
納
付
書
に
記
載
さ
れ
た
受
入
科
目
、
番
号
及
び
納
付
目
的

三
　
第
九
条
第
一
項
第
三
号
の
支
出
の
決
定
を
し
た
場
合
　
振
替
先
と
し
て
貨
幣
回
収
準
備
資
金
取
扱
担
当
官
名
、
受
入
科
目
と
し
て
貨
幣
回
収
準
備
資
金
及
び
そ
の
他
の
事
項
と
し
て
貨
幣
回
収
準
備
資
金
取
扱
担
当
官
か
ら
交
付

を
受
け
た
納
入
告
知
書
に
記
載
さ
れ
た
番
号

四
　
第
九
条
第
一
項
第
四
号
の
支
出
の
決
定
を
し
た
場
合
　
他
の
官
署
支
出
官
が
発
し
た
納
入
告
知
書
又
は
納
付
書
に
基
づ
い
て
歳
出
の
金
額
に
戻
し
入
れ
る
た
め
支
出
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
振
替
先
と
し
て
セ
ン
タ
ー
支
出
官

名
（
「
セ
ン
タ
ー
支
出
官
」
と
は
、
令
第
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
セ
ン
タ
ー
支
出
官
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
受
入
科
目
と
し
て
歳
出
年
度
、
所
管
、
会
計
名
、
部
局
等
が
あ
る
と
き
は
部
局
等
及
び
項
並
び
に
そ
の
他
の
事
項
と

し
て
日
本
銀
行
本
店
、
納
入
告
知
書
又
は
納
付
書
に
記
載
さ
れ
た
番
号
、
関
係
の
官
署
支
出
官
の
所
属
庁
名
及
び
返
納
金
戻
入
れ
で
あ
る
旨
、
日
本
銀
行
に
預
託
金
を
有
す
る
出
納
官
吏
が
発
し
た
納
入
告
知
書
又
は
納
付
書
に
基

づ
い
て
預
託
金
に
払
い
込
む
た
め
支
出
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
振
替
先
と
し
て
当
該
払
込
み
を
受
け
る
出
納
官
吏
名
、
受
入
科
目
と
し
て
預
託
金
並
び
に
そ
の
他
の
事
項
と
し
て
当
該
出
納
官
吏
の
預
託
金
を
取
り
扱
う
日
本
銀

行
及
び
納
入
告
知
書
又
は
納
付
書
に
記
載
さ
れ
た
番
号

五
　
第
九
条
第
一
項
第
五
号
の
支
出
の
決
定
を
し
た
場
合
　
振
替
先
と
し
て
取
扱
庁
名
、
受
入
科
目
と
し
て
歳
入
年
度
、
所
管
（
一
般
会
計
に
あ
つ
て
は
主
管
）
、
会
計
名
及
び
勘
定
名
並
び
に
そ
の
他
の
事
項
と
し
て
保
険
の
種
類
及

び
被
保
険
者
の
負
担
す
べ
き
保
険
料
、
国
家
公
務
員
有
料
宿
舎
使
用
料
、
一
部
負
担
金
、
防
衛
省
職
員
食
事
代
、
防
衛
省
職
員
被
服
弁
償
金
又
は
防
衛
省
職
員
被
服
代
払
込
金
で
あ
る
旨

六
　
第
九
条
第
一
項
第
六
号
の
支
出
の
決
定
を
し
た
場
合
　
割
引
短
期
国
庫
債
券
（
政
府
短
期
証
券
及
び
割
引
短
期
国
庫
債
券
の
取
扱
い
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年
財
務
省
令
第
六
十
七
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
割
引
短
期
国

庫
債
券
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
国
債
の
発
行
に
係
る
手
数
料
を
納
付
す
る
た
め
支
出
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
振
替
先
と
し
て
財
務
省
、
受
入
科
目
と
し
て
公
債
発
行
収
入
金
、
割
引
短
期
国
庫
債
券
の

発
行
に
係
る
手
数
料
を
納
付
す
る
た
め
支
出
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
振
替
先
と
し
て
財
務
省
、
受
入
科
目
と
し
て
政
府
短
期
証
券
発
行
高

七
　
第
九
条
第
一
項
第
七
号
の
支
出
の
決
定
を
し
た
場
合
　
振
替
先
と
し
て
日
本
銀
行
、
受
入
科
目
と
し
て
国
債
運
用
資
金
・
何
貨
債
運
用
資
金

八
　
第
九
条
第
一
項
第
八
号
の
支
出
の
決
定
を
し
た
場
合
　
振
替
先
と
し
て
受
入
金
の
取
扱
庁
名
、
受
入
科
目
と
し
て
年
度
及
び
国
税
収
納
金
整
理
資
金
で
あ
る
旨
並
び
に
そ
の
他
の
事
項
と
し
て
所
得
税
で
あ
る
旨

九
　
第
九
条
第
一
項
第
九
号
の
支
出
の
決
定
を
し
た
場
合
　
振
替
先
と
し
て
歳
入
の
取
扱
庁
名
、
受
入
科
目
と
し
て
歳
入
年
度
及
び
厚
生
労
働
省
所
管
労
働
保
険
特
別
会
計
の
徴
収
勘
定
で
あ
る
旨
並
び
に
そ
の
他
の
事
項
と
し
て
労

働
保
険
番
号
、
納
付
目
的
及
び
労
働
保
険
料
で
あ
る
旨

十
　
第
九
条
第
一
項
第
十
号
の
支
出
の
決
定
を
し
た
場
合
　
振
替
先
と
し
て
資
金
の
交
付
を
受
け
る
出
納
官
吏
名
、
受
入
科
目
と
し
て
預
託
金
及
び
そ
の
他
の
事
項
と
し
て
当
該
出
納
官
吏
の
預
託
金
を
取
り
扱
う
日
本
銀
行

十
一
　
第
九
条
第
一
項
第
十
一
号
の
支
出
の
決
定
を
し
た
場
合
　
振
替
先
と
し
て
資
金
の
交
付
を
受
け
る
出
納
官
吏
名
及
び
当
該
供
託
金
の
取
扱
官
庁
名
、
受
入
科
目
と
し
て
供
託
金
及
び
そ
の
他
の
事
項
と
し
て
当
該
出
納
官
吏
の

供
託
金
を
取
り
扱
う
日
本
銀
行

4



十
二
　
第
九
条
第
一
項
第
十
二
号
の
支
出
の
決
定
を
し
た
場
合
　
振
替
先
と
し
て
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
の
取
扱
所
名
及
び
出
納
役
名
、
受
入
科
目
と
し
て
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
預
託
金
並
び
に
そ
の
他
の
事
項
と
し
て
当
該

出
納
役
の
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
預
託
金
を
取
り
扱
う
日
本
銀
行

十
三
　
第
九
条
第
一
項
第
十
三
号
の
支
出
の
決
定
を
し
た
場
合
　
振
替
先
と
し
て
日
本
銀
行
、
受
入
科
目
と
し
て
国
債
、
借
入
金
又
は
一
時
借
入
金
の
元
金
償
還
の
場
合
は
、
公
債
償
還
資
金
（
外
貨
債
の
償
還
資
金
に
あ
つ
て
は
外

債
元
利
払
資
金
）
、
政
府
短
期
証
券
償
還
資
金
、
借
入
金
償
還
資
金
又
は
一
時
借
入
金
償
還
資
金

十
四
　
第
九
条
第
一
項
第
十
四
号
の
支
出
の
決
定
を
し
た
場
合
　
振
替
先
と
し
て
日
本
銀
行
、
受
入
科
目
と
し
て
公
債
利
子
支
払
資
金
（
外
貨
債
の
利
子
支
払
資
金
に
あ
つ
て
は
外
債
元
利
払
資
金
）
又
は
借
入
金
及
び
一
時
借
入
金

利
子
支
払
資
金

十
五
　
第
九
条
第
一
項
第
十
五
号
の
支
出
の
決
定
を
し
た
場
合
　
振
替
先
と
し
て
日
本
銀
行
、
受
入
科
目
と
し
て
外
国
為
替
運
営
資
金

十
六
　
第
九
条
第
一
項
第
十
六
号
の
支
出
の
決
定
を
し
た
場
合
　
振
替
先
と
し
て
日
本
銀
行
、
受
入
科
目
と
し
て
財
政
融
資
資
金
利
子
支
払
資
金

十
七
　
第
九
条
第
一
項
第
十
七
号
の
支
出
の
決
定
を
し
た
場
合
　
振
替
先
と
し
て
日
本
銀
行
、
受
入
科
目
と
し
て
在
外
公
館
借
入
金
返
済
資
金

十
八
　
削
除

十
九
　
第
九
条
第
一
項
第
十
九
号
の
支
出
の
決
定
を
し
た
場
合
　
振
替
先
と
し
て
財
務
省
理
財
局
長
、
受
入
科
目
と
し
て
財
政
融
資
資
金
・
財
政
融
資
資
金
貸
付
金

二
十
　
第
九
条
第
一
項
第
二
十
号
の
支
出
の
決
定
を
し
た
場
合
　
振
替
先
と
し
て
、
そ
の
歳
入
の
取
扱
庁
名
、
受
入
科
目
と
し
て
何
年
度
、
財
務
省
及
び
国
土
交
通
省
所
管
、
財
政
投
融
資
特
別
会
計
財
政
融
資
資
金
勘
定
、
歳
入

二
十
一
　
第
九
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
支
出
の
決
定
を
し
た
場
合
　
振
替
先
と
し
て
、
そ
の
歳
入
の
取
扱
庁
名
、
受
入
科
目
と
し
て
何
年
度
、
財
務
省
及
び
国
土
交
通
省
所
管
、
財
政
投
融
資
特
別
会
計
投
資
勘
定
、
歳
入

二
十
二
　
第
九
条
第
一
項
第
二
十
二
号
の
支
出
の
決
定
を
し
た
場
合
　
振
替
先
と
し
て
財
務
省
、
受
入
科
目
と
し
て
財
務
省
証
券
発
行
高
、
食
糧
証
券
発
行
高
、
石
油
証
券
発
行
高
、
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
証
券
発
行
高
又
は
融
通

証
券
発
行
高

二
十
三
　
第
九
条
第
一
項
第
二
十
三
号
の
支
出
の
決
定
を
し
た
場
合
　
振
替
先
と
し
て
当
該
補
て
ん
を
受
け
る
取
扱
庁
名
、
受
入
科
目
と
し
て
外
国
為
替
運
営
資
金

二
十
四
　
第
九
条
第
一
項
第
二
十
四
号
の
支
出
の
決
定
を
し
た
場
合
　
財
政
融
資
資
金
預
託
金
に
付
さ
れ
た
利
子
を
支
払
う
た
め
支
出
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
振
替
先
と
し
て
当
該
利
子
の
支
払
を
受
け
る
取
扱
庁
名
又
は
財
政
融

資
資
金
預
託
金
の
担
当
者
名
、
受
入
科
目
と
し
て
当
該
利
子
の
支
払
を
受
け
る
会
計
名
及
び
勘
定
名
又
は
資
金
名
、
財
政
融
資
資
金
の
運
用
上
生
じ
た
損
失
金
を
補
て
ん
す
る
た
め
支
出
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
振
替
先
と
し
て

当
該
損
失
金
の
補
て
ん
を
受
け
る
取
扱
庁
名
、
受
入
科
目
と
し
て
財
政
融
資
資
金
・
財
政
融
資
資
金
損
失
金
、
繰
替
金
を
返
還
す
る
た
め
支
出
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
振
替
先
と
し
て
当
該
償
還
を
受
け
る
取
扱
庁
名
、
受
入
科

目
と
し
て
財
政
融
資
資
金
・
繰
替

二
十
五
　
第
九
条
第
一
項
第
二
十
五
号
の
支
出
の
決
定
を
し
た
場
合
　
振
替
先
と
し
て
日
本
銀
行
、
受
入
科
目
と
し
て
国
債
運
用
資
金
・
何
貨
債
運
用
資
金

二
十
六
　
第
九
条
第
一
項
第
二
十
六
号
の
支
出
の
決
定
を
し
た
場
合
　
相
殺
額
を
歳
入
に
納
付
す
る
た
め
支
出
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
振
替
先
と
し
て
当
該
歳
入
の
取
扱
庁
名
（
分
任
歳
入
徴
収
官
が
当
該
歳
入
を
取
り
扱
う
と
き

は
当
該
取
扱
庁
名
及
び
当
該
分
任
歳
入
徴
収
官
の
所
属
庁
名
）
、
受
入
科
目
と
し
て
歳
入
年
度
、
主
管
（
特
別
会
計
に
あ
つ
て
は
所
管
）
、
会
計
名
及
び
勘
定
名
並
び
に
そ
の
他
の
事
項
と
し
て
納
入
告
知
書
又
は
納
付
書
に
記
載
さ

れ
た
番
号
及
び
相
殺
額
で
あ
る
旨
、
相
殺
額
を
歳
出
の
金
額
に
戻
し
入
れ
る
た
め
支
出
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
振
替
先
と
し
て
セ
ン
タ
ー
支
出
官
名
、
受
入
科
目
と
し
て
歳
出
年
度
、
所
管
、
会
計
名
、
部
局
等
が
あ
る
と
き
は

部
局
等
及
び
項
並
び
に
そ
の
他
の
事
項
と
し
て
日
本
銀
行
本
店
、
納
入
告
知
書
又
は
納
付
書
に
記
載
さ
れ
た
番
号
、
関
係
の
官
署
支
出
官
の
所
属
庁
名
並
び
に
相
殺
額
及
び
返
納
金
戻
入
れ
で
あ
る
旨
、
相
殺
額
を
預
託
金
に
払
い

込
む
た
め
支
出
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
振
替
先
と
し
て
当
該
払
込
み
を
受
け
る
出
納
官
吏
名
、
受
入
科
目
と
し
て
預
託
金
並
び
に
そ
の
他
の
事
項
と
し
て
当
該
出
納
官
吏
の
預
託
金
を
取
り
扱
う
日
本
銀
行
、
納
入
告
知
書
又
は

納
付
書
に
記
載
さ
れ
た
番
号
及
び
相
殺
額
で
あ
る
旨

二
十
七
　
第
九
条
第
一
項
第
二
十
七
号
の
支
出
の
決
定
を
し
た
場
合
　
振
替
先
と
し
て
保
管
金
の
提
出
を
受
け
る
出
納
官
吏
名
及
び
提
出
さ
れ
た
保
管
金
の
取
扱
官
庁
名
、
受
入
科
目
と
し
て
保
管
金
又
は
供
託
金
並
び
に
そ
の
他
の

事
項
と
し
て
当
該
出
納
官
吏
の
保
管
金
を
取
り
扱
う
日
本
銀
行
及
び
供
託
番
号
又
は
事
件
番
号

第
十
二
条
　
前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
支
払
場
所
と
な
る
金
融
機
関
及
び
そ
の
店
舗
又
は
郵
便
局
は
、
官
署
支
出
官
が
受
取
人
に
と
つ
て

も
便
利
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
　
官
署
支
出
官
は
、
小
切
手
の
振
出
し
の
た
め
の
支
出
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
第
十
一
条
の
通
知
と
同
時
に
、
照
合
の
た
め
、
指
定
受
取
人
の
印
鑑
を
セ
ン
タ
ー
支
出
官
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
　
官
署
支
出
官
は
、
第
九
条
第
一
項
第
八
号
の
支
出
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
第
十
一
条
の
通
知
と
同
時
に
、
国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
納
付
書
及
び
所
得
税
法

第
二
百
二
十
条
に
規
定
す
る
計
算
書
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
作
成
し
、
こ
れ
を
セ
ン
タ
ー
支
出
官
に
交
付
し
、
又
は
当
該
納
付
書
及
び
計
算
書
の
内
容
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
　
官
署
支
出
官
は
、
令
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
資
金
前
渡
官
吏
に
同
条
第
十
三
号
に
掲
げ
る
経
費
に
充
て
る
た
め
の
資
金
を
前
渡
す
る
た
め
支
出
の
決
定
を
し
、
そ
の
旨
を
セ
ン
タ
ー
支
出
官
に
通
知
し
た
と
き
は
、
直

ち
に
、
別
紙
第
二
号
書
式
（
そ
の
一
）
に
よ
る
支
払
請
求
書
に
第
五
条
の
書
類
を
添
え
、
こ
れ
を
当
該
資
金
前
渡
官
吏
に
交
付
し
て
、
支
払
の
請
求
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
支
払
の
請
求
を
受
け
る
資
金
前
渡
官
吏
が
、
出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
大
蔵
省
令
第
九
十
五
号
）
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
国
庫
金
振
替
書
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
は
、

国
庫
内
の
移
換
の
た
め
の
支
払
の
請
求
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
　
官
署
支
出
官
は
、
官
署
支
出
官
と
同
一
の
官
署
に
勤
務
す
る
職
員
に
対
す
る
旅
費
及
び
児
童
手
当
、
年
金
等
、
国
庫
の
支
弁
に
属
す
る
恩
給
の
給
与
金
並
び
に
老
齢
福
祉
年
金
の
振
込
み
の
た
め
の
支
出
の
決
定
、
外
国
送

金
の
た
め
の
支
出
の
決
定
（
職
員
給
与
に
係
る
外
国
送
金
の
た
め
の
支
出
の
決
定
を
除
く
。
）
、
官
署
支
出
官
と
同
一
の
官
署
に
置
か
れ
た
出
納
官
吏
に
資
金
を
交
付
す
る
た
め
の
支
出
の
決
定
又
は
電
信
に
よ
る
支
出
の
決
定
（
第
九

条
第
一
項
第
十
号
の
国
庫
内
の
移
換
の
た
め
の
支
出
の
決
定
に
限
る
。
）
を
し
、
そ
の
旨
を
セ
ン
タ
ー
支
出
官
に
通
知
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
受
取
人
又
は
振
替
先
に
適
宜
の
方
法
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

官
署
支
出
官
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
振
込
み
の
た
め
の
支
出
の
決
定
（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
特
別
徴
収
税
額
の
振
込
み
の
た
め
の
支
出
の
決
定
を
除
く
。
）
又
は
職
員
給
与
に
係
る
外
国
送
金
の
た
め
の

支
出
の
決
定
を
し
、
そ
の
旨
を
セ
ン
タ
ー
支
出
官
に
通
知
し
た
と
き
は
、
セ
ン
タ
ー
支
出
官
に
振
込
み
の
通
知
を
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
旨
を
受
取
人
に
適
宜
の
方
法
に
よ
り
通
知
し
、
又
は
当
該
職
員
給
与
の
支

給
日
に
適
宜
の
書
面
を
債
権
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

官
署
支
出
官
は
、
年
金
等
、
国
庫
の
支
弁
に
属
す
る
恩
給
の
給
与
金
及
び
老
齢
福
祉
年
金
に
係
る
送
金
の
た
め
の
支
出
の
決
定
を
し
、
そ
の
旨
を
セ
ン
タ
ー
支
出
官
に
通
知
し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
書
式
に
よ
る
国
庫
金
送
金
通
知
書
を
当
該
送
金
の
受
取
人
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
八
号
の
二
ま
で
に
掲
げ
る
年
金
等
　
別
紙
第
四
号
書
式

二
　
第
十
一
条
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
年
金
等
　
別
紙
第
三
号
書
式
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三
　
第
十
一
条
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
年
金
等
及
び
国
庫
の
支
弁
に
属
す
る
恩
給
の
給
与
金
　
別
紙
第
四
号
の
二
書
式

四
　
第
十
一
条
第
一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
年
金
等
　
別
紙
第
四
号
の
三
書
式

五
　
第
十
一
条
第
一
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
年
金
等
　
別
紙
第
四
号
の
四
書
式

六
　
老
齢
福
祉
年
金
　
国
庫
金
振
替
書
そ
の
他
国
庫
金
の
払
出
し
に
関
す
る
書
類
の
様
式
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
三
年
大
蔵
省
令
第
五
十
一
号
）
別
紙
第
四
号
書
式

官
署
支
出
官
は
、
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
特
別
徴
収
税
額
の
振
込
み
の
た
め
の
支
出
の
決
定
を
し
、
そ
の
旨
を
セ
ン
タ
ー
支
出
官
に
通
知
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
月
割
額
に
あ
つ

て
は
別
紙
第
九
号
書
式
に
よ
る
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
月
割
額
支
出
決
定
済
通
知
書
を
、
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
退
職
手
当
等
に
係
る
所
得
割
に
あ
つ
て
は
別
紙
第
九
号
の
二
書
式
に
よ
る
道
府
県
民
税
及
び
市
町

村
民
税
退
職
手
当
等
所
得
割
（
納
入
申
告
及
び
）
支
出
決
定
済
通
知
書
を
関
係
の
市
町
村
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条
　
官
署
支
出
官
は
、
第
十
一
条
の
通
知
を
し
た
後
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
誤
び
ゆ
う
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
と
き
は
、
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
誤
び
ゆ
う
に
あ
つ
て
は
、
直
ち
に
、
第
二
号
、
第
四
号
又
は

第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
誤
び
ゆ
う
に
あ
つ
て
は
、
第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
セ
ン
タ
ー
支
出
官
が
日
本
銀
行
本
店
に
そ
の
訂
正
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
限
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
セ
ン
タ
ー
支
出
官
に
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
し
て
、
そ
の
訂
正
の
請
求
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
年
金
等
（
第
十
一
条
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
年
金
等
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
た
各
支
給
期
月
ご
と
に
、
振
込
み
（
当

該
年
金
等
の
受
取
人
の
郵
便
貯
金
銀
行
の
預
金
へ
の
振
込
み
に
限
る
。
）
及
び
送
金
を
す
る
年
金
等
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
後
、
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
誤
び
ゆ
う
が
あ
る

こ
と
を
発
見
し
た
と
き
は
、
別
紙
第
五
号
書
式
（
そ
の
一
）
又
は
別
紙
第
六
号
書
式
（
そ
の
一
）
に
よ
る
国
庫
金
振
込
又
は
送
金
訂
正
手
続
請
求
書
（
訂
正
に
関
す
る
事
項
を
収
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を

送
付
し
、
セ
ン
タ
ー
支
出
官
に
そ
の
訂
正
の
請
求
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
明
ら
か
に
し
た
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

二
　
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
明
ら
か
に
し
た
事
項
の
う
ち
、
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
支
出
の
決
定
の
金
額
に
係
る
歳
出
年
度
、
所
管
、
会
計
名
、
部
局
等
が
あ
る
と
き
は
部
局
等
又
は
項

三
　
第
十
一
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
明
ら
か
に
し
た
事
項

四
　
第
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
振
替
先
又
は
受
入
科
目
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
事
項

五
　
第
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
他
の
事
項
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
事
項
の
う
ち
、
同
項
第
四
号
若
し
く
は
第
二
十
六
号
に
規
定
す
る
日
本
銀
行
本
店
若
し
く
は
出
納
官
吏
の
預
託
金
を
取
り
扱
う
日
本
銀
行
、
同
項
第
十

号
に
規
定
す
る
出
納
官
吏
の
預
託
金
を
取
り
扱
う
日
本
銀
行
又
は
同
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
出
納
役
の
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
預
託
金
を
取
り
扱
う
日
本
銀
行

官
署
支
出
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
セ
ン
タ
ー
支
出
官
に
同
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
誤
び
ゆ
う
の
訂
正
の
請
求
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
セ
ン
タ
ー
支
出
官
が
受
取
人
又
は
振
替
先
に
送
付

し
た
国
庫
金
振
替
送
金
通
知
書
、
国
庫
金
振
込
通
知
書
又
は
国
庫
金
送
金
通
知
書
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
受
取
人
又
は
振
替
先
に
こ
れ
を
提
出
さ
せ
、
セ
ン
タ
ー
支
出
官
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
庫
金
振
替
送

金
通
知
書
に
あ
つ
て
は
、
当
該
振
替
先
か
ら
そ
の
誤
び
ゆ
う
の
訂
正
の
要
求
が
あ
つ
た
と
き
に
限
る
。

官
署
支
出
官
は
、
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
特
別
徴
収
税
額
に
つ
い
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
セ
ン
タ
ー
支
出
官
に
同
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
誤
び
ゆ
う
の
訂
正
の
請
求
を
す
る
場

合
に
お
い
て
、
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
月
割
額
支
出
決
定
済
通
知
書
又
は
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
退
職
手
当
等
所
得
割
（
納
入
申
告
及
び
）
支
出
決
定
済
通
知
書
を
関
係
の
市
町
村

に
通
知
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
市
町
村
か
ら
当
該
通
知
書
を
提
出
さ
せ
、
こ
れ
を
訂
正
し
、
そ
の
事
由
を
記
入
し
、
こ
れ
を
当
該
市
町
村
に
返
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条
　
官
署
支
出
官
は
、
振
込
み
又
は
送
金
の
た
め
の
支
出
の
決
定
を
し
、
そ
の
旨
を
セ
ン
タ
ー
支
出
官
に
通
知
し
た
後
、
当
該
振
込
み
又
は
送
金
の
必
要
が
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
支
払
未
済
の
場
合
に
限
り
、
セ
ン
タ
ー
支
出

官
に
別
紙
第
七
号
書
式
（
そ
の
一
）
に
よ
る
国
庫
金
振
込
又
は
送
金
取
消
手
続
請
求
書
（
当
該
振
込
み
又
は
送
金
が
年
金
等
（
第
十
一
条
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
年
金
等
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら

れ
た
各
支
給
期
月
ご
と
に
、
振
込
み
（
当
該
年
金
等
の
受
取
人
の
郵
便
貯
金
銀
行
の
預
金
へ
の
振
込
み
に
限
る
。
）
及
び
送
金
を
す
る
年
金
等
に
限
る
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
別
紙
第
八
号
書
式
（
そ
の
一
）
に
よ
る
国
庫
金

振
込
又
は
送
金
取
消
手
続
請
求
書
（
取
消
し
に
関
す
る
事
項
を
収
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
）
を
送
付
し
、
そ
の
取
消
し
の
請
求
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

官
署
支
出
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
送
付
し
た
国
庫
金
振
込
又
は
送
金
取
消
手
続
請
求
書
の
記
載
事
項
に
誤
び
ゆ
う
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
と
き
は
、
セ
ン
タ
ー
支
出
官
に
訂
正
の
請
求
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
九
条
　
官
署
支
出
官
は
、
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
セ
ン
タ
ー
支
出
官
か
ら
支
出
済
み
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
内
容
が
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
内
容
と
相
違
な
い
か
ど
う
か
を
確
認
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

官
署
支
出
官
は
、
職
員
給
与
の
支
給
に
お
い
て
第
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
控
除
の
金
額
に
つ
い
て
、
前
項
の
確
認
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
書
式
に
よ
る
金
額
表
を
作
成
し
、
こ
れ
を
関
係
の
歳
入
徴
収
官
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
六
条
第
一
項
第
一
号
　
別
紙
第
九
号
の
三
書
式
に
よ
る
健
康
保
険
料
被
保
険
者
負
担
金
額
表

二
　
第
六
条
第
一
項
第
二
号
　
別
紙
第
九
号
の
四
書
式
に
よ
る
船
員
保
険
料
被
保
険
者
負
担
金
額
表

三
　
第
六
条
第
一
項
第
三
号
　
別
紙
第
九
号
の
五
書
式
に
よ
る
国
家
公
務
員
有
料
宿
舎
使
用
料
金
額
表

四
　
第
六
条
第
一
項
第
四
号
　
別
紙
第
九
号
の
六
書
式
に
よ
る
国
家
公
務
員
通
勤
災
害
一
部
負
担
金
額
表

五
　
第
六
条
第
一
項
第
五
号
　
別
紙
第
九
号
の
七
書
式
に
よ
る
防
衛
省
職
員
食
事
代
金
額
表
、
別
紙
第
九
号
の
八
書
式
に
よ
る
防
衛
省
職
員
被
服
弁
償
金
額
表
又
は
別
紙
第
九
号
の
九
書
式
に
よ
る
防
衛
省
職
員
被
服
代
払
込
金
額
表

六
　
第
六
条
第
一
項
第
六
号
　
別
紙
第
九
号
の
十
書
式
に
よ
る
厚
生
年
金
保
険
料
被
保
険
者
負
担
金
額
表

官
署
支
出
官
は
、
職
員
給
与
の
支
給
に
お
い
て
第
七
条
第
一
項
の
相
殺
の
相
殺
額
に
つ
い
て
、
第
一
項
の
確
認
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
別
紙
第
九
号
の
十
一
書
式
に
よ
る
相
殺
額
表
を
作
成
し
、
こ
れ
を
関
係
の
歳
入
徴
収

官
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
条
　
官
署
支
出
官
は
、
令
第
三
十
四
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
返
納
を
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
返
納
を
す
べ
き
職
員
に
債
権
管
理
事
務
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
大
蔵
省
令
第
八
十
六
号
）
別
紙
第
一
号
書
式
に
よ
る
納
入

告
知
書
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
官
署
支
出
官
は
、
当
該
職
員
に
対
し
、
直
ち
に
日
本
銀
行
支
店
又
は
代
理
店
に
当
該
返
納
の
た
め
の
払
込
み
を
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
納
入
告
知
書
の
表
面
余
白
に
「
電
信
れ
い
入
」
と
朱

書
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
二
十
一
条
　
官
署
支
出
官
は
、
前
条
第
一
項
の
返
納
を
す
べ
き
職
員
か
ら
納
入
告
知
書
又
は
納
付
書
を
亡
失
し
、
又
は
著
し
く
汚
損
し
た
旨
の
申
出
を
受
け
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
当
該
納
入
告
知
書
又
は
納
付
書
に
記
載
さ
れ
て
い

た
事
項
を
債
権
管
理
事
務
取
扱
規
則
別
紙
第
一
号
書
式
に
よ
る
納
付
書
に
記
載
し
、
こ
れ
を
当
該
職
員
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
納
入
告
知
書
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
納
付
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

債
権
管
理
事
務
取
扱
規
則
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
官
署
支
出
官
が
前
条
又
は
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
発
し
た
納
入
告
知
書
又
は
納
付
書
に
記
載
さ
れ
た
年
度
、
所
管
、
会
計
名
、
部
局
等
が
あ
る
と
き
は
部
局
等
又

は
項
に
誤
び
ゆ
う
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
十
二
条
　
官
署
支
出
官
は
、
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
送
付
し
、
又
は
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
送
付
さ
れ
た
国
庫
金
送
金
通
知
書
が
、
受
取
人
の
受
領
前
に
亡
失
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
セ

ン
タ
ー
支
出
官
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

官
署
支
出
官
は
、
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
送
付
し
た
国
庫
金
送
金
通
知
書
に
つ
い
て
、
セ
ン
タ
ー
支
出
官
か
ら
第
四
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
再
度
国
庫
金
送
金
通
知
書
を
作
成

し
、
表
面
余
白
に
「
再
発
行
」
と
記
載
し
又
は
記
録
し
、
こ
れ
を
受
取
人
に
送
付
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
旨
を
日
本
銀
行
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

官
署
支
出
官
は
、
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
セ
ン
タ
ー
支
出
官
か
ら
、
受
取
人
の
受
領
前
に
亡
失
し
た
国
庫
金
送
金
通
知
書
に
よ
り
既
に
支
払
が
行
わ
れ
た
旨
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
事
情
を
詳
細
に
記
載
し

た
書
面
を
所
管
の
各
省
各
庁
の
長
を
経
由
し
て
財
務
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
官
署
支
出
官
は
、
財
務
大
臣
か
ら
支
払
を
行
う
べ
き
旨
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
支
払
の
た
め
の
必
要
な
手
続
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
二
項
の
規
定
は
、
官
署
支
出
官
が
、
第
四
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
セ
ン
タ
ー
支
出
官
か
ら
、
受
取
人
の
亡
失
し
た
国
庫
金
送
金
通
知
書
に
よ
り
既
に
支
払
を
受
け
た
者
が
あ
る
旨
の
通

知
を
受
け
た
場
合
及
び
受
取
人
の
亡
失
し
た
国
庫
金
送
金
通
知
書
に
よ
り
既
に
支
払
を
受
け
た
者
が
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
十
三
条
　
官
署
支
出
官
は
、
送
金
（
電
信
に
よ
る
送
金
を
除
く
。
）
の
受
取
人
か
ら
国
庫
金
送
金
通
知
書
を
添
え
、
支
払
場
所
の
変
更
の
請
求
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
相
当
の
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
セ
ン
タ
ー
支
出

官
に
当
該
国
庫
金
送
金
通
知
書
を
送
付
し
、
そ
の
変
更
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

官
署
支
出
官
は
、
電
信
に
よ
る
送
金
の
受
取
人
か
ら
支
払
場
所
の
変
更
の
請
求
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
相
当
の
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
セ
ン
タ
ー
支
出
官
に
そ
の
変
更
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

官
署
支
出
官
は
、
年
金
等
に
係
る
送
金
の
受
取
人
か
ら
国
庫
金
送
金
通
知
書
を
添
え
、
支
払
場
所
の
変
更
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
相
当
の
事
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
第
一
項
及
び
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
庫
金
送
金
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
支
払
場
所
を
訂
正
し
、
受
取
人
に
送
付
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
旨
を
日
本
銀
行
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

官
署
支
出
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
国
庫
金
送
金
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
支
払
場
所
を
訂
正
し
、
受
取
人
に
送
付
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
セ
ン
タ
ー
支
出
官
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
四
条
　
官
署
支
出
官
は
、
出
納
官
吏
事
務
規
程
第
四
十
六
条
又
は
第
八
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
資
金
前
渡
官
吏
か
ら
支
払
の
請
求
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
を
調
査
し
、
支
払
を
す
べ
き
も
の
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
支
払
の

た
め
の
必
要
な
手
続
を
と
り
、
そ
の
旨
を
当
該
資
金
前
渡
官
吏
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
五
条
　
令
第
百
三
十
二
条
、
第
百
三
十
四
条
及
び
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
百
二
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
支
出
決
定
簿
、
支
出
負
担
行
為
差
引
簿
及
び
支
払
元
受
高
差
引
簿
へ
の
登
記
は
、
必

要
な
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
事
項
が
既
に
電
子
情
報
処
理
組
織
に
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
事
項
を
重
ね
て
記
録
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
二
十
六
条
　
官
署
支
出
官
が
交
替
す
る
と
き
は
、
前
任
の
官
署
支
出
官
（
官
署
支
出
官
代
理
が
そ
の
事
務
を
代
理
し
て
い
る
と
き
は
、
官
署
支
出
官
代
理
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
交
替
の
日
の
前
日
現
在
に
お
け
る
支

出
決
定
簿
及
び
支
出
負
担
行
為
差
引
簿
（
特
別
会
計
に
あ
つ
て
は
、
支
出
決
定
簿
、
支
出
負
担
行
為
差
引
簿
及
び
支
払
元
受
高
差
引
簿
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
金
額
に
よ
り
別
紙
第
十
号
書
式
に
よ
る
支
出
官
引
継
書
を
作
成

し
、
こ
れ
に
引
継
ぎ
の
年
月
日
を
記
入
し
、
後
任
の
官
署
支
出
官
と
と
も
に
記
名
し
、
関
係
書
類
を
後
任
の
官
署
支
出
官
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

各
省
各
庁
の
長
は
、
官
署
支
出
官
が
廃
止
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
当
該
官
署
支
出
官
の
残
務
を
処
理
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
残
務
を
引
き
継
ぐ
べ
き
官
署
支
出
官
を
定
め
、
そ
の
旨
を
廃
止
さ
れ
る
官
署
支
出
官
及
び

引
継
ぎ
を
受
け
る
官
署
支
出
官
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

官
署
支
出
官
が
廃
止
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
官
署
支
出
官
は
、
廃
止
さ
れ
る
日
の
前
日
現
在
に
お
け
る
支
出
決
定
簿
及
び
支
出
負
担
行
為
差
引
簿
の
金
額
に
よ
り
別
紙
第
十
号
書
式
に
よ
る
支
出
官
引
継
書
を
作
成
し
、
こ
れ
に
引

継
ぎ
の
年
月
日
を
記
入
し
、
残
務
の
引
継
ぎ
を
受
け
る
官
署
支
出
官
と
と
も
に
記
名
し
、
関
係
書
類
を
当
該
官
署
支
出
官
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

前
任
の
官
署
支
出
官
又
は
廃
止
さ
れ
る
官
署
支
出
官
が
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
引
継
ぎ
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
後
任
の
官
署
支
出
官
又
は
残
務
の
引
継
ぎ
を
受
け
る
官
署
支
出
官
が
第

一
項
又
は
前
項
に
規
定
す
る
支
出
官
引
継
書
を
作
成
し
、
こ
れ
に
引
継
ぎ
の
年
月
日
を
記
入
し
、
記
名
す
る
こ
と
を
も
つ
て
足
り
る
。

第
三
章
　
セ
ン
タ
ー
支
出
官
の
事
務
取
扱

第
二
十
七
条
　
セ
ン
タ
ー
支
出
官
（
セ
ン
タ
ー
支
出
官
代
理
（
セ
ン
タ
ー
支
出
官
の
事
務
を
行
う
支
出
官
代
理
を
い
う
。
）
を
含
む
。
次
条
第
三
項
た
だ
し
書
及
び
第
五
十
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
は
、
令
第
四
十
一
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
支
払
計
画
に
記
載
さ
れ
た
日
本
銀
行
を
振
り
出
す
小
切
手
の
支
払
店
又
は
交
付
し
、
若
し
く
は
送
信
す
る
国
庫
金
振
替
書
若
し
く
は
支
払
指
図
書
の
取
扱
店
（
以
下
「
取
引
店
」
と
い
う
。
）
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
二
十
八
条
　
セ
ン
タ
ー
支
出
官
が
新
設
さ
れ
た
と
き
又
は
セ
ン
タ
ー
支
出
官
の
異
動
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
新
設
さ
れ
た
セ
ン
タ
ー
支
出
官
又
は
後
任
の
セ
ン
タ
ー
支
出
官
は
、
直
ち
に
別
紙
第
十
一
号
書
式
の
取
引
関
係
通
知
書

を
作
成
し
、
こ
れ
を
取
引
店
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

セ
ン
タ
ー
支
出
官
の
取
引
店
の
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
セ
ン
タ
ー
支
出
官
は
、
直
ち
に
取
引
関
係
通
知
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
変
更
前
及
び
変
更
後
の
取
引
店
に
そ
れ
ぞ
れ
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
取
引
関
係
通
知
書
を
送
付
し
た
後
に
こ
れ
ら
の
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
当
該
通
知
書
の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
セ
ン
タ
ー
支
出
官
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
取
引
店
に
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
変
更
に
係
る
事
由
が
セ
ン
タ
ー
支
出
官
及
び
セ
ン
タ
ー
支
出
官
代
理
の
取
引
関
係
通
知
書
の
双
方
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
セ
ン
タ
ー
支
出
官
（
セ
ン
タ
ー
支
出
官
代
理
が
そ
の
事
務
を
代

理
し
て
い
る
と
き
は
、
セ
ン
タ
ー
支
出
官
代
理
）
が
そ
の
旨
を
併
せ
て
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
九
条
　
セ
ン
タ
ー
支
出
官
は
、
照
合
の
た
め
そ
の
印
鑑
を
日
本
銀
行
本
店
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

セ
ン
タ
ー
支
出
官
は
、
取
引
店
か
ら
小
切
手
用
紙
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
三
十
条
　
セ
ン
タ
ー
支
出
官
は
、
官
署
支
出
官
か
ら
第
十
一
条
の
通
知
を
受
け
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
小
切
手
の
振
出
し
又
は
支
払
指
図
書
若
し
く
は
国
庫
金
振
替
書
の
交
付
若
し
く
は
送
信
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
内
容
を

明
ら
か
に
し
た
書
類
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
一
条
　
セ
ン
タ
ー
支
出
官
は
、
小
切
手
の
振
出
し
前
、
そ
の
経
費
に
つ
い
て
第
十
一
条
の
通
知
を
受
け
て
い
る
か
ど
う
か
、
当
該
経
費
は
、
支
出
負
担
行
為
等
取
扱
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
八
号
）
第
十
条
第
二

項
の
通
知
に
係
る
支
払
計
画
の
金
額
を
超
過
す
る
こ
と
が
な
い
か
ど
う
か
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
二
条
　
セ
ン
タ
ー
支
出
官
は
、
そ
の
振
り
出
す
小
切
手
に
金
額
、
支
払
店
、
受
取
人
の
氏
名
又
は
名
称
、
そ
の
小
切
手
の
持
参
人
が
支
払
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
、
振
出
し
の
年
月
日
、
振
出
地
及
び
支
払
地
を
記
載
し
、
こ
れ
に

記
名
し
、
印
を
押
す
ほ
か
、
年
度
、
所
管
、
会
計
名
、
部
局
等
が
あ
る
と
き
は
部
局
等
及
び
項
並
び
に
番
号
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

セ
ン
タ
ー
支
出
官
は
、
令
第
四
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
小
切
手
を
振
り
出
す
場
合
に
お
い
て
、
当
該
小
切
手
に
、
別
紙
第
十
二
号
書
式
に
よ
る
小
切
手
払
出
科
目
明
細
書
を
添
付
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

所
管
、
会
計
名
、
部
局
等
が
あ
る
と
き
は
部
局
等
及
び
項
の
付
記
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

セ
ン
タ
ー
支
出
官
は
、
振
り
出
す
小
切
手
に
線
引
き
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
三
条
　
セ
ン
タ
ー
支
出
官
は
、
日
本
銀
行
に
預
託
金
を
有
し
な
い
出
納
官
吏
を
受
取
人
と
し
て
小
切
手
を
振
り
出
そ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
照
合
の
た
め
、
当
該
受
取
人
と
な
る
出
納
官
吏
の
印
鑑
並
び
に
そ
の
資

格
及
び
官
職
氏
名
を
明
示
し
た
書
面
を
日
本
銀
行
本
店
に
送
付
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
四
条
　
セ
ン
タ
ー
支
出
官
は
、
受
取
人
に
小
切
手
を
交
付
し
、
支
払
を
終
わ
つ
た
と
き
は
、
領
収
証
書
を
徴
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
五
条
　
セ
ン
タ
ー
支
出
官
は
、
小
切
手
を
振
り
出
し
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
別
紙
第
十
三
号
書
式
の
小
切
手
振
出
済
通
知
書
を
日
本
銀
行
本
店
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
六
条
　
第
三
十
一
条
の
規
定
は
、
セ
ン
タ
ー
支
出
官
が
支
払
指
図
書
を
交
付
し
、
又
は
送
信
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
十
七
条
　
セ
ン
タ
ー
支
出
官
は
、
日
本
銀
行
に
振
込
み
又
は
送
金
に
よ
る
支
払
を
さ
せ
る
と
き
は
、
別
紙
第
十
四
号
書
式
に
よ
る
支
払
指
図
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
日
本
銀
行
本
店
に
交
付
し
、
又
は
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

セ
ン
タ
ー
支
出
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
指
図
書
を
交
付
し
、
又
は
送
信
し
た
と
き
は
、
官
署
支
出
官
と
同
一
の
官
署
に
勤
務
す
る
職
員
に
対
す
る
旅
費
及
び
児
童
手
当
、
年
金
等
、
国
庫
の
支
弁
に
属
す
る
恩
給
の
給
与

金
、
老
齢
福
祉
年
金
、
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
特
別
徴
収
税
額
の
月
割
額
並
び
に
退
職
手
当
等
に
係
る
所
得
割
の
特
別
徴
収
税
額
の
振
込
み
並
び
に
外
国
送
金
の
場
合
並
び
に
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
官
署
支
出

官
が
適
宜
の
方
法
に
よ
り
受
取
人
に
振
込
み
を
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
旨
を
適
宜
の
方
法
に
よ
り
当
該
振
込
み
の
受
取
人
に
通
知
し
、
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
官
署
支
出
官
が
国
庫
金
送
金
通
知
書
を

受
取
人
に
送
付
す
る
場
合
を
除
き
、
別
紙
第
十
五
号
書
式
に
よ
る
国
庫
金
送
金
通
知
書
を
当
該
送
金
の
受
取
人
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
電
信
に
よ
る
送
金
の
場
合
に
お
い
て
は
、
電
信
で
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
八
条
　
第
三
十
一
条
の
規
定
は
、
セ
ン
タ
ー
支
出
官
が
国
庫
金
振
替
書
を
交
付
し
、
又
は
送
信
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
十
九
条
　
セ
ン
タ
ー
支
出
官
は
、
国
庫
内
の
移
換
の
た
め
の
支
払
を
す
る
と
き
は
、
別
紙
第
十
六
号
書
式
に
よ
る
国
庫
金
振
替
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
日
本
銀
行
本
店
に
交
付
し
、
又
は
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

セ
ン
タ
ー
支
出
官
は
、
前
項
の
国
庫
金
振
替
書
に
払
出
科
目
と
し
て
歳
出
年
度
、
所
管
、
会
計
名
、
部
局
等
が
あ
る
と
き
は
部
局
等
及
び
項
並
び
に
項
ご
と
の
金
額
、
第
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
振
替
先
、
受
入
科
目
及
び

そ
の
他
の
事
項
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
事
項
並
び
に
電
信
に
よ
る
国
庫
内
の
移
換
を
要
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
他
の
事
項
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
事
項
の
う
ち
、
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
返
納
金
戻
入
れ
で
あ
る
旨
に
つ
い
て
は
「
返
納
金
れ
い
入
」
と
、
同
項
第
五
号
に

規
定
す
る
保
険
の
種
類
及
び
被
保
険
者
の
負
担
す
べ
き
保
険
料
で
あ
る
旨
に
つ
い
て
は
「
健
康
保
険
料
被
保
険
者
負
担
金
」
、
「
船
員
保
険
料
被
保
険
者
負
担
金
」
、
「
厚
生
年
金
保
険
料
被
保
険
者
負
担
金
」
又
は
「
労
働
保
険
料
被
保

険
者
負
担
金
」
と
、
同
号
に
規
定
す
る
国
家
公
務
員
有
料
宿
舎
使
用
料
で
あ
る
旨
に
つ
い
て
は
「
国
家
公
務
員
有
料
宿
舎
使
用
料
」
と
、
同
号
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
で
あ
る
旨
に
つ
い
て
は
「
国
家
公
務
員
通
勤
災
害
一
部
負
担

金
」
と
、
同
号
に
規
定
す
る
防
衛
省
職
員
食
事
代
で
あ
る
旨
に
つ
い
て
は
「
防
衛
省
職
員
食
事
代
」
と
、
同
号
に
規
定
す
る
防
衛
省
職
員
被
服
弁
償
金
で
あ
る
旨
に
つ
い
て
は
「
防
衛
省
職
員
被
服
弁
償
金
」
と
、
同
号
に
規
定
す
る

防
衛
省
職
員
被
服
代
払
込
金
で
あ
る
旨
に
つ
い
て
は
「
防
衛
省
職
員
被
服
代
払
込
金
」
と
、
同
項
第
八
号
に
規
定
す
る
所
得
税
で
あ
る
旨
に
つ
い
て
は
「
所
得
税
」
と
、
同
項
第
九
号
に
規
定
す
る
労
働
保
険
料
で
あ
る
旨
に
つ
い
て

は
「
労
働
保
険
料
」
と
、
同
項
第
二
十
六
号
に
規
定
す
る
相
殺
額
で
あ
る
旨
に
つ
い
て
は
「
相
殺
額
」
と
、
同
号
に
規
定
す
る
相
殺
額
及
び
返
納
金
戻
入
れ
で
あ
る
旨
に
つ
い
て
は
「
相
殺
額
・
返
納
金
れ
い
入
」
と
そ
れ
ぞ
れ
記
載

し
、
又
は
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
条
　
セ
ン
タ
ー
支
出
官
は
、
第
九
条
第
一
項
第
八
号
の
源
泉
徴
収
税
額
を
国
税
収
納
金
整
理
資
金
に
払
い
込
む
た
め
国
庫
金
振
替
書
を
交
付
し
、
又
は
送
信
す
る
と
き
は
、
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
官
署
支
出
官
か
ら
交
付
又

は
送
信
を
受
け
た
納
付
書
及
び
計
算
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

セ
ン
タ
ー
支
出
官
は
、
会
計
法
第
十
七
条
又
は
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
日
本
銀
行
に
預
託
金
を
有
す
る
出
納
官
吏
に
資
金
を
交
付
す
る
た
め
国
庫
金
振
替
書
を
交
付
し
、
又
は
送
信
し
た
と
き
は
、
官
署
支
出
官
と
同
一

の
官
署
に
置
か
れ
た
出
納
官
吏
に
資
金
を
交
付
す
る
場
合
及
び
電
信
に
よ
り
資
金
を
交
付
す
る
場
合
を
除
き
、
別
紙
第
十
七
号
書
式
に
よ
る
国
庫
金
振
替
送
金
通
知
書
を
振
替
先
で
あ
る
当
該
出
納
官
吏
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。セ

ン
タ
ー
支
出
官
は
、
第
九
条
第
一
項
第
二
十
七
号
の
保
管
金
を
提
出
す
る
た
め
国
庫
金
振
替
書
を
交
付
し
、
又
は
送
信
し
た
と
き
は
、
官
署
支
出
官
と
同
一
の
官
署
に
置
か
れ
た
出
納
官
吏
に
保
管
金
を
提
出
す
る
場
合
を
除
き
、

別
紙
第
十
七
号
書
式
に
よ
る
国
庫
金
振
替
送
金
通
知
書
を
振
替
先
の
出
納
官
吏
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
一
条
　
セ
ン
タ
ー
支
出
官
は
、
小
切
手
を
振
り
出
し
、
又
は
支
払
指
図
書
若
し
く
は
国
庫
金
振
替
書
を
交
付
し
、
若
し
く
は
送
信
し
、
受
取
人
又
は
日
本
銀
行
本
店
か
ら
領
収
証
書
の
交
付
又
は
支
払
済
書
若
し
く
は
振
替
済
書

の
交
付
若
し
く
は
送
信
を
受
け
た
と
き
は
、
官
署
支
出
官
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
、
支
出
済
み
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
二
条
　
セ
ン
タ
ー
支
出
官
は
、
日
本
銀
行
本
店
か
ら
日
本
銀
行
国
庫
金
取
扱
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
大
蔵
省
令
第
九
十
三
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
返
納
金
領
収
済
通
知
情
報
若
し
く
は
同
令
第
二
十
五
条
の
二
に

規
定
す
る
返
納
金
領
収
済
通
知
情
報
、
日
本
銀
行
代
理
店
か
ら
同
令
第
二
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
返
納
金
領
収
済
通
知
情
報
又
は
日
本
銀
行
歳
入
代
理
店
（
日
本
銀
行
の
歳
入
金
等
の
受
入
に
関
す
る
特
別
取
扱
手
続
（
昭

和
二
十
四
年
大
蔵
省
令
第
百
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
別
手
続
」
と
い
う
。
）
第
一
条
に
規
定
す
る
日
本
銀
行
歳
入
代
理
店
を
い
う
。
）
か
ら
特
別
手
続
第
三
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
返
納
金
領
収
済
通
知
情
報
の
送
信
を

受
け
た
と
き
は
、
歳
入
徴
収
官
等
又
は
官
署
支
出
官
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
規
定
は
、
日
本
銀
行
本
店
か
ら
日
本
銀
行
国
庫
金
取
扱
規
程
第
八
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
納
入
告
知
書
等
記
載
事
項
訂
正
済
通
知
情
報
の
送
信
を
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
四
十
三
条
　
セ
ン
タ
ー
支
出
官
は
、
官
署
支
出
官
か
ら
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
誤
び
ゆ
う
の
訂
正
の
請
求
を
さ
れ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
当
該
事
項
の
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
書
式
に
よ
る
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
書
面
を
日
本
銀
行
本
店
に
送
付
し
、
又
は
送
信
し
、
そ
の
訂
正
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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項
事
項

書
式

書
面

一
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

別
紙
第
十
八
号
書
式
（
そ
の
一
）

科
目
等
訂
正
請
求
書

二
第
十
七
条
第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
別
紙
第
十
九
号
書
式
（
そ
の
一
）

国
庫
金
振
替
訂
正
請
求
書

三
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
別
紙
第
二
十
号
書
式
（
そ
の
一
）
た
だ
し
、
第
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
誤
び
ゆ
う
の
訂
正
の
請
求
を
さ
れ
た
と
き
は
、

別
紙
第
五
号
書
式
（
そ
の
二
）
又
は
別
紙
第
六
号
書
式
（
そ
の
二
）

国
庫
金
振
込
又
は
送
金
訂
正
請
求
書

前
項
の
表
の
一
の
項
及
び
二
の
項
に
掲
げ
る
事
項
の
誤
び
ゆ
う
の
訂
正
の
請
求
は
、
日
本
銀
行
に
お
い
て
当
該
年
度
所
属
の
歳
出
金
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
期
限
（
同
表
の
二
の
項
に
掲
げ
る
事
項
が
、
国
の
歳
入
へ
の
納
付
に

係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
年
度
の
歳
入
金
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
期
限
）
ま
で
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

セ
ン
タ
ー
支
出
官
は
、
第
一
項
の
請
求
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
送
付
を
受
け
た
国
庫
金
振
替
送
金
通
知
書
又
は
国
庫
金
送
金
通
知
書
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
誤
び
ゆ
う
の
訂
正
を
し
、
こ
れ
を

受
取
人
又
は
振
替
先
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

セ
ン
タ
ー
支
出
官
は
、
第
一
項
の
請
求
を
し
た
後
、
日
本
銀
行
本
店
か
ら
日
本
銀
行
国
庫
金
取
扱
規
程
第
八
十
七
条
第
二
項
又
は
第
八
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
訂
正
済
み
の
通
知
の
送
付
又
は
送
信
を
受
け
た
と
き
は
、
関

係
の
官
署
支
出
官
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
四
条
　
前
条
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
支
出
官
は
、
そ
の
振
り
出
し
た
小
切
手
又
は
そ
の
交
付
し
、
若
し
く
は
送
信
し
た
支
払
指
図
書
若
し
く
は
国
庫
金
振
替
書
の
記
載
若
し
く
は
記
録
事
項
の
う
ち
金
額
以
外
の

も
の
に
誤
び
ゆ
う
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
の
区
分
に
応
じ
、
適
宜
前
条
第
一
項
の
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
書
式
に
よ
る
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
書
面
を
日
本
銀
行
本
店
に
送
付
し
、
又
は
送
信
し
、
そ
の
訂

正
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
四
十
五
条
　
セ
ン
タ
ー
支
出
官
は
、
振
込
み
又
は
送
金
の
た
め
支
払
指
図
書
を
交
付
し
、
又
は
送
信
し
た
後
、
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
官
署
支
出
官
か
ら
国
庫
金
振
込
又
は
送
金
取
消
手
続
請
求
書
の
送
付
を
受
け
た
と
き

は
、
支
払
未
済
の
場
合
に
限
り
、
直
ち
に
、
日
本
銀
行
本
店
に
別
紙
第
七
号
書
式
（
そ
の
二
）
に
よ
る
国
庫
金
振
込
又
は
送
金
取
消
請
求
書
（
振
込
み
又
は
送
金
が
年
金
等
（
第
十
一
条
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲

げ
る
年
金
等
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
た
各
支
給
期
月
ご
と
に
、
振
込
み
（
当
該
年
金
等
の
受
取
人
の
郵
便
貯
金
銀
行
の
預
金
へ
の
振
込
み
に
限
る
。
）
及
び
送
金
を
す
る
年
金
等
に
限
る
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

別
紙
第
八
号
書
式
（
そ
の
二
）
に
よ
る
国
庫
金
振
込
又
は
送
金
取
消
請
求
書
）
を
送
付
し
、
当
該
振
込
み
又
は
送
金
の
取
消
し
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

セ
ン
タ
ー
支
出
官
は
、
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
庫
金
振
込
又
は
送
金
取
消
手
続
請
求
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
誤
び
ゆ
う
の
訂
正
を
請
求
さ
れ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
訂
正
を
す
る
と
と
も
に
、
日
本
銀
行
本
店

に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
送
付
し
た
国
庫
金
振
込
又
は
送
金
取
消
請
求
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
誤
び
ゆ
う
の
訂
正
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
六
条
　
セ
ン
タ
ー
支
出
官
は
、
官
署
支
出
官
か
ら
第
二
十
二
条
第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
国
庫
金
送
金
通
知
書
が
受
取
人
の
受
領
前
に
亡
失
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
支
払
未
済
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
、
日
本
銀
行
本
店
に
そ
の
支
払
の
停
止
の
手
続
を
請
求
し
た
後
、
支
払
停
止
済
み
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
手
続
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
亡
失
し
た
国
庫
金
送
金
通
知
書
が
、
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
官
署
支
出
官
が
送
付
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
　
支
払
停
止
済
み
で
あ
る
旨
を
当
該
官
署
支
出
官
に
通
知

二
　
亡
失
し
た
国
庫
金
送
金
通
知
書
が
、
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
セ
ン
タ
ー
支
出
官
が
送
付
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
　
再
度
国
庫
金
送
金
通
知
書
を
作
成
し
、
表
面
余
白
に
「
再
発
行
」
と
記
載
し
又
は
記
録
し
、
こ
れ

を
受
取
人
に
送
付
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
旨
を
官
署
支
出
官
及
び
日
本
銀
行
本
店
に
通
知

セ
ン
タ
ー
支
出
官
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
既
に
支
払
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
官
署
支
出
官
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
規
定
は
、
セ
ン
タ
ー
支
出
官
が
、
受
取
人
の
亡
失
し
た
国
庫
金
送
金
通
知
書
に
よ
り
既
に
支
払
を
受
け
た
者
が
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
四
十
七
条
　
セ
ン
タ
ー
支
出
官
は
、
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
支
払
場
所
の
変
更
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
国
庫
金
送
金
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
支
払
場
所
を
訂
正
し
、
こ
れ
を
受
取
人
に
送
付
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

旨
を
当
該
官
署
支
出
官
及
び
日
本
銀
行
本
店
に
通
知
し
、
又
は
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

セ
ン
タ
ー
支
出
官
は
、
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
支
払
場
所
の
変
更
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
支
払
未
済
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
支
払
場
所
を
変
更
し
、
受
取
人
に
電
信
で
そ
の
旨
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
旨
を
当
該
官
署
支
出
官
及
び
日
本
銀
行
本
店
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
八
条
　
令
第
百
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
支
出
簿
へ
の
登
記
は
、
必
要
な
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
事
項
が
既
に
電
子
情
報
処
理
組
織
に
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
事
項
を
重
ね
て
記
録
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
四
十
九
条
　
セ
ン
タ
ー
支
出
官
は
、
交
付
し
た
資
金
に
つ
い
て
、
令
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
日
本
銀
行
が
納
付
す
る
歳
入
を
所
掌
す
べ
き
歳
入
徴
収
官
を
、
あ
ら
か
じ
め
、
日
本
銀
行
本
店
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
五
十
条
　
セ
ン
タ
ー
支
出
官
が
交
替
す
る
と
き
は
、
前
任
の
セ
ン
タ
ー
支
出
官
（
セ
ン
タ
ー
支
出
官
代
理
が
そ
の
事
務
を
代
理
し
て
い
る
と
き
は
、
セ
ン
タ
ー
支
出
官
代
理
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
交
替
の
日
の
前
日

現
在
に
お
け
る
支
出
簿
の
金
額
に
よ
り
別
紙
第
十
号
書
式
に
よ
る
支
出
官
引
継
書
を
作
成
し
、
引
継
ぎ
の
年
月
日
を
記
入
し
て
後
任
の
セ
ン
タ
ー
支
出
官
と
と
も
に
記
名
し
、
関
係
書
類
を
後
任
の
セ
ン
タ
ー
支
出
官
に
引
き
継
ぐ
も

の
と
す
る
。

前
任
の
セ
ン
タ
ー
支
出
官
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
引
継
ぎ
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
後
任
の
セ
ン
タ
ー
支
出
官
が
前
項
に
規
定
す
る
支
出
官
引
継
書
を
作
成
し
、
引
継
ぎ
の
年
月
日
を
記
入
し
、
記
名
す
る
こ

と
を
も
つ
て
足
り
る
。

第
五
十
一
条
　
セ
ン
タ
ー
支
出
官
は
、
日
本
銀
行
か
ら
歳
出
金
月
計
突
合
表
の
送
信
又
は
歳
出
支
払
未
済
繰
越
金
月
計
突
合
表
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
を
調
査
し
、
適
正
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
歳
出
金
月
計
突
合

表
が
適
正
で
あ
る
旨
を
電
子
情
報
処
理
組
織
に
記
録
し
、
又
は
当
該
歳
出
支
払
未
済
繰
越
金
月
計
突
合
表
に
記
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
相
違
の
あ
る
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
由
を
付
記
す
る
も
の
と
す
る
。

セ
ン
タ
ー
支
出
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
送
信
を
受
け
た
歳
出
金
月
計
突
合
表
又
は
送
付
を
受
け
た
歳
出
支
払
未
済
繰
越
金
月
計
突
合
表
に
誤
び
ゆ
う
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
と
き
は
、
当
該
歳
出
金
月
計
突
合
表
の
送
信
又

は
歳
出
支
払
未
済
繰
越
金
月
計
突
合
表
の
送
付
を
受
け
た
月
の
第
十
二
営
業
日
ま
で
に
そ
の
旨
を
日
本
銀
行
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
項
の
規
定
は
、
セ
ン
タ
ー
支
出
官
が
前
項
の
通
知
を
し
た
後
、
日
本
銀
行
か
ら
再
度
歳
出
金
月
計
突
合
表
の
送
信
又
は
歳
出
支
払
未
済
繰
越
金
月
計
突
合
表
の
送
付
を
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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第
四
章
　
雑
則

第
五
十
二
条
　
受
取
人
は
、
支
出
官
よ
り
送
付
さ
れ
た
国
庫
金
送
金
通
知
書
を
亡
失
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
支
払
場
所
と
な
る
金
融
機
関
の
店
舗
又
は
郵
便
局
に
支
払
停
止
を
請
求
す
る
と
と
も
に
、
支
払
未
済
の
と
き
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
支
払
場
所
と
な
る
当
該
金
融
機
関
の
店
舗
又
は
郵
便
局
を
経
由
し
て
当
該
各
号
に
定
め
る
支
出
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
官
署
支
出
官
が
送
付
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
　
当
該
官
署
支
出
官

二
　
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
セ
ン
タ
ー
支
出
官
が
送
付
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
　
セ
ン
タ
ー
支
出
官

前
項
の
届
書
に
は
、
国
庫
金
送
金
通
知
書
に
記
載
し
て
あ
る
金
額
、
番
号
、
発
行
日
付
、
発
行
庁
及
び
支
払
場
所
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
二
項
の
規
定
は
、
国
庫
金
送
金
通
知
書
を
き
損
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
十
三
条
　
支
出
官
は
、
前
条
の
届
書
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
を
調
査
し
、
支
払
を
要
す
る
も
の
と
認
め
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
準
じ
て
、
そ
の
支
払
に
必
要
な
手
続
を
と

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
官
署
支
出
官
が
送
付
し
た
国
庫
金
送
金
通
知
書
に
係
る
届
書
　
第
二
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
四
十
六
条
第
一
項
第
一
号

二
　
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
セ
ン
タ
ー
支
出
官
が
送
付
し
た
国
庫
金
送
金
通
知
書
に
係
る
届
書
　
第
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号

第
五
十
四
条
　
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
支
出
負
担
行
為
認
証
官
が
交
替
し
、
又
は
廃
止
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
支
出
決
定
簿
及
び
支
出
負
担
行

為
差
引
簿
（
特
別
会
計
に
あ
つ
て
は
、
支
出
決
定
簿
、
支
出
負
担
行
為
差
引
簿
及
び
支
払
元
受
高
差
引
簿
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
支
出
負
担
行
為
差
引
簿
」
と
、
「
別
紙
第
十
号
書
式
に
よ
る
支
出
官
引
継
書
」
と

あ
る
の
は
「
別
紙
第
二
十
一
号
書
式
に
よ
る
支
出
負
担
行
為
認
証
官
引
継
書
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
支
出
決
定
簿
及
び
支
出
負
担
行
為
差
引
簿
」
と
あ
る
の
は
「
支
出
負
担
行
為
差
引
簿
」
と
、
「
別
紙
第
十
号
書
式
に
よ
る
支
出
官

引
継
書
」
と
あ
る
の
は
「
別
紙
第
二
十
一
号
書
式
に
よ
る
支
出
負
担
行
為
認
証
官
引
継
書
」
と
、
「
残
務
の
引
継
ぎ
を
受
け
る
官
署
支
出
官
」
と
あ
る
の
は
「
残
務
の
引
継
ぎ
を
受
け
る
支
出
負
担
行
為
認
証
官
又
は
官
署
支
出
官
」

と
、
「
関
係
書
類
を
当
該
官
署
支
出
官
」
と
あ
る
の
は
「
関
係
書
類
を
当
該
支
出
負
担
行
為
認
証
官
又
は
官
署
支
出
官
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
残
務
の
引
継
ぎ
を
受
け
る
官
署
支
出
官
」
と
あ
る
の
は
「
残
務
の
引
継
ぎ
を
受
け
る
支

出
負
担
行
為
認
証
官
又
は
官
署
支
出
官
」
と
、
「
支
出
官
引
継
書
」
と
あ
る
の
は
「
支
出
負
担
行
為
認
証
官
引
継
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
五
条
　
第
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
支
出
負
担
行
為
認
証
官
代
理
が
支
出
負
担
行
為
の
認
証
に
関
す
る
事
務
を
代
理
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
支
出
官
及
び
支
出

官
代
理
」
と
あ
る
の
は
「
支
出
負
担
行
為
認
証
官
及
び
支
出
負
担
行
為
認
証
官
代
理
」
と
、
「
支
出
官
代
理
」
と
あ
る
の
は
「
支
出
負
担
行
為
認
証
官
代
理
」
と
、
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
支
出
官
」
と
あ
る
の
は
「
支
出
負
担
行
為
認

証
官
」
と
、
「
支
出
」
と
あ
る
の
は
「
支
出
負
担
行
為
の
認
証
」
と
、
「
別
紙
第
一
号
書
式
の
支
出
官
代
理
開
始
及
び
終
止
整
理
表
」
と
あ
る
の
は
「
別
紙
第
二
十
二
号
書
式
の
支
出
負
担
行
為
認
証
官
代
理
開
始
及
び
終
止
整
理
表
」

と
、
同
条
第
四
項
中
「
支
出
官
代
理
」
と
あ
る
の
は
「
支
出
負
担
行
為
認
証
官
代
理
」
と
、
「
支
出
官
」
と
あ
る
の
は
「
支
出
負
担
行
為
認
証
官
」
と
、
「
当
該
支
出
官
代
理
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
支
出
負
担
行
為
認
証
官
代
理
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
六
条
　
電
子
情
報
処
理
組
織
に
障
害
が
発
生
し
た
こ
と
に
よ
り
、
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
の
運
転
時
間
が
経
過
し
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
電
子
情
報
処
理
組
織
へ
の
記
録
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ

る
処
理
が
不
能
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
障
害
が
回
復
す
る
ま
で
の
間
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
の
運
転
が
再
開
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
歳
出
金
の
支
出
に
関
す
る
事
務
を
行
わ
な
け
れ

ば
事
務
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
省
令
の
規
定
と
異
な
る
取
扱
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
省
令
の
規
定
と
異
な
る
取
扱
い
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
障
害
が
回
復
し
、
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
の
運
転
が
再
開
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
電
子
情
報
処
理
組
織
へ
の
記
録
が
可
能
と
な
つ
た

と
き
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
取
扱
い
を
し
た
歳
出
金
の
支
出
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
七
条
　
官
署
支
出
官
及
び
セ
ン
タ
ー
支
出
官
が
電
子
情
報
処
理
組
織
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
及
び
当
該
記
録
の
方
法
そ
の
他
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
関
す
る
手
続
の
細
目
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

附
　
則
　
抄

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。
但
し
、
従
前
の
支
出
官
事
務
規
程
第
七
条
の
改
正
に
関
す
る
部
分
は
、
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
及
び
労
働
者
災
害
補
償
保
険
特
別
会
計
に
つ
い
て

は
、
昭
和
二
十
二
年
度
か
ら
、
こ
れ
を
適
用
す
る
。

第
四
条
　
官
署
支
出
官
は
、
第
十
一
条
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
年
金
等
（
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
た
各
支
給
期
月
ご
と
に
送
金
を
す
る
年
金
等
に
限
る
。
）
に
係
る
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
送
付
す
る
国

庫
金
送
金
通
知
書
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
当
該
年
金
等
に
係
る
送
金
の
た
め
の
支
出
の
決
定
を
す
る
前
で
あ
つ
て
も
、
当
該
年
金
等
の
支
給
開
始
日
ま
で
に
到
達
す
る
よ
う
に
、
当
該
年
金
等
の

受
取
人
に
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
国
庫
金
送
金
通
知
書
に
は
、
当
該
支
給
開
始
日
以
後
で
な
け
れ
ば
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条
　
平
成
二
十
二
年
度
等
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
九
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
省
令

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
十
七
条
第
二
項
中
「
及
び
児
童
手
当
」
と
あ
る
の
は
、
「
並
び
に
児
童
手
当
及
び
子
ど
も
手
当
」
と
す
る
。

平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
省

令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
十
七
条
第
二
項
中
「
児
童
手
当
」
と
あ
る
の
は
、
「
子
ど
も
手
当
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
三
年
七
月
二
四
日
大
蔵
省
令
第
六
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。
但
し
、
食
糧
管
理
特
別
会
計
法
第
四
条
ノ
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
の
交
付
に
関
す
る
部
分
は
、
昭
和
二
十
三
年
七
月
十
日
か
ら
、
こ
れ
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
三
年
一
〇
月
二
九
日
大
蔵
省
令
第
九
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
五
年
四
月
一
日
大
蔵
省
令
第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
六
年
七
月
五
日
大
蔵
省
令
第
六
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
一
一
月
二
九
日
大
蔵
省
令
第
一
四
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
三
月
二
四
日
大
蔵
省
令
第
一
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
但
し
、
改
正
後
の
支
出
官
事
務
規
程
第
七
条
、
第
二
十
六
条
及
び
第
四
十
二
条
の
規
定
並
び
に
改
正
後
の
出
納
官
吏
事
務
規
程
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
昭
和

二
十
七
年
度
分
以
降
の
予
算
の
執
行
に
係
る
分
か
ら
、
支
出
官
事
務
規
程
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
中
第
二
種
掛
金
の
控
除
に
係
る
部
分
は
、
昭
和
二
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
、
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
三
月
三
一
日
大
蔵
省
令
第
一
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
八
月
一
日
大
蔵
省
令
第
五
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
三
月
二
〇
日
大
蔵
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
九
年
一
月
十
五
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
五
月
三
一
日
大
蔵
省
令
第
四
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
六
月
一
七
日
大
蔵
省
令
第
五
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
支
出
官
事
務
規
程
第
九
条
の
規
定
は
、
昭
和
二
十
九
年
五
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
〇
年
四
月
二
〇
日
大
蔵
省
令
第
一
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
〇
年
五
月
三
一
日
大
蔵
省
令
第
二
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
三
月
二
二
日
大
蔵
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
三
月
二
八
日
大
蔵
省
令
第
一
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
九
月
二
四
日
大
蔵
省
令
第
五
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
一
二
月
二
九
日
大
蔵
省
令
第
八
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
三
十
二
年
一
月
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
三
月
二
八
日
大
蔵
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
支
出
官
事
務
規
程
第
二
十
四
条
及
び
第
三
十
四
条
の
四
並
び
に
政
府
資
金
調
達
事
務
取
扱
規
則
の
改
正
部
分
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
十
二
年
三
月
十
一
日
か

ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
五
月
七
日
大
蔵
省
令
第
三
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
北
海
道
開
発
公
庫
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
施
行
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
六
月
一
〇
日
大
蔵
省
令
第
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
六
月
三
〇
日
大
蔵
省
令
第
三
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
六
月
三
〇
日
大
蔵
省
令
第
三
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
支
出
官
事
務
規
程
第
十
一
条
の
三
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
第
二
条
中
出
納
官
吏
事
務
規
程
第
四
十
二
条
の
三
第
一
項
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
三

十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
八
月
二
六
日
大
蔵
省
令
第
四
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
九
月
三
日
大
蔵
省
令
第
四
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
一
月
一
七
日
大
蔵
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
二
月
二
五
日
大
蔵
省
令
第
一
〇
号
）
　
抄
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１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
一
〇
月
八
日
大
蔵
省
令
第
七
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
二
月
一
七
日
大
蔵
省
令
第
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
六
月
二
九
日
大
蔵
省
令
第
三
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
五
月
二
五
日
大
蔵
省
令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
一
一
月
一
一
日
大
蔵
省
令
第
七
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
三
月
二
四
日
大
蔵
省
令
第
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
次
の
各
号
に
定
め
る
規
定
に
関
し
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
が
昭
和
三
十
九
年
四
月
一
日
以
降
の
日
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

一
　
有
価
証
券
の
応
募
、
引
受
け
又
は
買
入
れ
に
係
る
規
定
　
そ
の
応
募
、
引
受
け
又
は
買
入
れ
を
す
る
日

二
　
貸
付
け
（
借
換
え
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
規
定
　
そ
の
貸
付
け
を
す
る
日

三
　
有
価
証
券
の
売
却
に
係
る
規
定
　
そ
の
売
却
を
す
る
日

四
　
有
価
証
券
の
償
還
元
金
又
は
利
子
の
取
立
て
に
係
る
規
定
　
元
金
の
償
還
期
日
又
は
利
子
の
支
払
期
日

五
　
貸
付
金
の
元
金
の
償
還
（
繰
上
償
還
を
含
む
。
）
又
は
利
子
の
支
払
に
係
る
規
定
　
元
金
の
償
還
期
日
又
は
利
子
の
支
払
期
日

六
　
歳
入
の
徴
収
に
係
る
規
定
　
そ
の
歳
入
を
収
納
す
べ
き
日

七
　
前
四
号
の
場
合
に
お
い
て
、
債
権
額
に
相
当
す
る
金
額
を
こ
え
る
金
額
の
払
込
み
を
受
け
た
と
き
に
お
け
る
当
該
こ
え
る
金
額
の
払
戻
し
に
係
る
規
定
　
そ
の
払
戻
し
を
す
る
日

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
一
〇
月
三
一
日
大
蔵
省
令
第
七
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
九
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
三
月
三
一
日
大
蔵
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
四
月
一
日
大
蔵
省
令
第
二
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
一
〇
月
三
一
日
大
蔵
省
令
第
六
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
一
月
二
三
日
大
蔵
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
六
月
二
七
日
大
蔵
省
令
第
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
九
月
二
日
大
蔵
省
令
第
五
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
三
月
二
七
日
大
蔵
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
四
月
三
〇
日
大
蔵
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
一
〇
月
七
日
大
蔵
省
令
第
五
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
一
二
月
二
八
日
大
蔵
省
令
第
六
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
一
二
月
一
七
日
大
蔵
省
令
第
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
四
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
八
月
二
五
日
大
蔵
省
令
第
六
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
九
月
二
九
日
大
蔵
省
令
第
六
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
一
一
月
三
〇
日
大
蔵
省
令
第
八
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
契
約
事
務
取
扱
規
則
第
二
十
六
条
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
一
二
月
二
八
日
大
蔵
省
令
第
九
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
三
月
三
一
日
大
蔵
省
令
第
一
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
四
月
二
八
日
大
蔵
省
令
第
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
支
出
官
事
務
規
程
（
第
九
条
の
規
定
を
除
く
。
）
、
出
納
官
吏
事
務
規
程
及
び
国
税
収
納
金
整
理
資
金
事
務
取
扱
規
則
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
七
年
度
の
予
算
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
五
月
一
五
日
大
蔵
省
令
第
四
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
琉
球
諸
島
及
び
大
東
諸
島
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
（
昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
一
二
月
一
日
大
蔵
省
令
第
六
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
一
二
月
六
日
大
蔵
省
令
第
六
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
七
月
一
二
日
大
蔵
省
令
第
五
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
六
月
四
日
大
蔵
省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
七
月
一
日
大
蔵
省
令
第
三
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
一
〇
月
一
日
大
蔵
省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
三
月
二
八
日
大
蔵
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
三
月
一
七
日
大
蔵
省
令
第
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
国
家
公
務
員
及
び
公
共
企
業
体
職
員
に
係
る
共
済
組
合
制
度
の
統
合
等
を
図
る
た
め
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
。
以
下
「
施
行
日
」
と
い

う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
二
二
日
大
蔵
省
令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
九
月
二
九
日
大
蔵
省
令
第
四
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
一
二
月
二
五
日
大
蔵
省
令
第
四
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
三
月
五
日
大
蔵
省
令
第
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
二
六
日
大
蔵
省
令
第
一
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
二
七
日
大
蔵
省
令
第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
六
月
二
六
日
大
蔵
省
令
第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
三
月
二
三
日
大
蔵
省
令
第
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
四
月
一
日
大
蔵
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
四
月
六
日
大
蔵
省
令
第
四
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
三
月
二
八
日
大
蔵
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
六
月
二
三
日
大
蔵
省
令
第
三
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
二
三
日
大
蔵
省
令
第
一
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
つ
く
ろ
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
七
月
一
日
大
蔵
省
令
第
七
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
六
月
二
九
日
大
蔵
省
令
第
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
八
日
大
蔵
省
令
第
二
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
八
月
二
二
日
大
蔵
省
令
第
六
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
送
付
さ
れ
た
国
庫
金
振
込
通
知
書
に
係
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
一
九
日
大
蔵
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
二
六
日
大
蔵
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
六
月
三
〇
日
大
蔵
省
令
第
六
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
中
小
企
業
総
合
事
業
団
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
一
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
九
日
大
蔵
省
令
第
二
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
〇
日
大
蔵
省
令
第
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
二
九
日
大
蔵
省
令
第
七
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
一
五
日
財
務
省
令
第
一
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
七
月
一
六
日
財
務
省
令
第
五
〇
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
九
月
三
〇
日
財
務
省
令
第
五
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
財
務
省
令
第
四
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
四
日
財
務
省
令
第
一
〇
号
）
　
抄
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１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
六
月
三
〇
日
財
務
省
令
第
四
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
三
〇
日
財
務
省
令
第
二
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
予
算
決
算
及
び
会
計
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
証
券
を
も
つ
て
す
る
歳
入
納
付
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
行
っ
た
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
各
省
令
の
規
定
に
よ
る
歳
入
の
徴
収
及
び
支
出
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
支
出
官
事
務
規
程
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
支
出
官
事
務
規
程
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
財
務
大
臣
が
定
め
た
外
国
貨
幣
換
算
率
は
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
令
第
十
一
条
第
二
項
第
四
号
の
規

定
に
よ
り
財
務
大
臣
が
定
め
た
も
の
と
み
な
す
。

（
旧
書
式
の
使
用
）

第
九
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
書
式
に
よ
る
用
紙
及
び
現
に
存
す
る
附
則
第
二
条
に
よ
る
廃
止
前
の
各
省
令
の
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
財
務
省
令
第
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
財
務
省
令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
一
日
財
務
省
令
第
二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
九
月
二
八
日
財
務
省
令
第
五
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
中
支
出
官
事
務
規
程
附
則
に
一
条
を
加
え
る
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
旧
書
式
の
使
用
）

第
六
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
第
五
条
に
よ
る
改
正
前
の
支
出
官
事
務
規
程
別
紙
第
三
号
書
式
及
び
別
紙
第
四
号
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
二
月
二
九
日
財
務
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
二
一
日
財
務
省
令
第
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
二
七
日
財
務
省
令
第
一
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
九
月
三
〇
日
財
務
省
令
第
六
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
二
四
日
財
務
省
令
第
八
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
書
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
日
本
銀
行
国
庫
金
取
扱
規
程
第
一
号
の
五
書
式
、
支
出
官
事
務
規
程
別
紙
第
六
号
書
式
及
び
別
紙
第
八
号
書
式
並
び
に
歳
入
徴
収
官
事
務
規
程
別
紙
第
三

号
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
二
月
三
日
財
務
省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
〇
日
財
務
省
令
第
一
〇
号
）
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こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
二
八
日
財
務
省
令
第
七
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
財
務
省
令
第
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
四
月
一
日
財
務
省
令
第
二
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
四
月
三
〇
日
財
務
省
令
第
三
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
改
正
前
の
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
八
月
四
日
財
務
省
令
第
四
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
八
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
〇
月
一
日
財
務
省
令
第
五
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
三
一
日
財
務
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
八
月
一
〇
日
財
務
省
令
第
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
九
月
三
〇
日
財
務
省
令
第
六
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
〇
月
二
七
日
財
務
省
令
第
七
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
九
月
二
一
日
財
務
省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
郵
政
民
営
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
二
八
日
財
務
省
令
第
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
五
月
二
九
日
財
務
省
令
第
四
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
九
月
二
五
日
財
務
省
令
第
七
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
六
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
三
〇
日
財
務
省
令
第
七
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
四
日
財
務
省
令
第
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
支
出
官
事
務
規
程
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第
三
号
、
第
十
六
条
第
三
項
第
五
号
、
第
十
七
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
規
定
並
び
に
別
紙
第
四
号

の
四
書
式
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
の
支
出
の
決
定
に
係
る
通
知
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
支
出
の
決
定
に
係
る
通
知
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
六
日
財
務
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
財
務
省
令
第
一
四
号
）
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こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
財
務
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
一
日
財
務
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
〇
月
二
九
日
財
務
省
令
第
二
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
四
月
一
日
財
務
省
令
第
三
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
四
日
財
務
省
令
第
七
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
及
び
第
三
十
六
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
七
月
一
五
日
財
務
省
令
第
五
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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別
紙
第
１
号
書
式別紙第１号書式 

 
支出官代理開始及び終止整理表 

 
（年 度）（所  管） 

 
     （会 計 名） 

 
 

（支 出 官  官職 氏  名） 
 
（支出官代理  官職 氏  名） 

 
  １．代  理  開  始                                      年  月  日 
  ２．代  理  終  止                                      年  月  日 
  ３．事 務  の  範 囲 
 

  備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。 
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別
紙
第
２
号
書
式

（その１）

第　　　　　　号

（資金前渡官吏　あて） 年　 　月　 　日

（官署支出官　官職　氏　　名　 ）

 年 　月 　日付前渡資金の交付のため、センター支出官に対し支出の決定をした旨の通知をした

ので、関係書類を添え、下記のとおり支払を請求します。

　

備　　　　　考

１　小切手払　　２　国庫内移換 金　　額 円 

国  庫  内  移  換
（受 入 科 目 等）

年 度　 主・所 管　 会 計 名

発　議　年　月　日
第　　　　　　号 年　　月　　日 　

　　　　年度
所　　　　　　管
会　 　計　　 名
部　 　局　 　等

項

目

受
取
人

氏　　名
又は名称

住　　所

支払方法

別紙第２号書式

支　 払　 請　 求　 書

支　　出　　決　　定　　決　　議　　書
整　理　番　号
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（その２）

年　 　月　 　日

（官署支出官　あて）

（資金前渡官吏　官職　氏　　名　 ）

 年 　月 　日付第　　号により支払の請求があつた件については、下記のとおり支払をしたの

で、関係書類を添え通知します。

　

１  用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。
２ （その１）には、年度ごとに連続番号を付するものとする。
３ （その１）の備考欄に、支出日を記載するものとする。 

　きる。

４  必要があるときは、各欄の配置に所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることがで

国  庫  内  移  換
（受 入 科 目 等）

年 度　 主・所 管　 会 計 名

備　考

備　　　　　考

支 払 年 月 日 年　　月　　日　 小切手等番号 第　　　　　　号

住　　所

支払方法 １　小切手払　　２　国庫内移換 金　　額 円 

部　 　局　 　等

項

目

受
取
人

氏　　名
又は名称

第　　　　　　号 年　　月　　日 　

　　　　年度
所　　　　　　管
会　 　計　　 名

支　 払　 済　 通　 知　 書

支　　出　　決　　定　　決　　議　　書
整　理　番　号 発　議　年　月　日
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別
紙
第
３
号
書
式

別紙第３号書式
表面

年 月 日

年 月 日

（裏面の注意事項をよく読んでください。）

「 銀 行 店 」 又 は 「 郵 便 局 」

受 領 証

上記の金額を受領しました。

支払店

労災援護給付金
合 計 支 払 額 様）

（官署支出官 厚生労働省労働基準局長）
氏 名

（受給権者

住所

氏名

円　
円　
円　
円　

あなたの年金・労災就学等援護費・労災援護給付金は
下記のとおり支払います。

労災保険年金等送金通知書

労災就学等援護費
労 災 保 険 年 金

年金証書の番号
支 払 開 始 日
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裏面

「

」

２ 石綿による健康被害の救済に関する法律（平成 18年法律第４号）に基づく年金たる特別遺族年金の送金に係る通
備考 １ 用 紙 の 大 き さ は 、 は が き の 大 き さ と す る

知をする場合にあつては、「労災保険年金等送金通知書」とあるのは「特別遺族年金送金通知書」と、「年金・労災就

（代理人）
住所

氏名

（受給者）

氏名

厚生労働省労働基準局労災補償部労災保険業務課
連 絡 先

（所在地）
（電話番号）

この場合、支払がまだなされていないときは、表面の支払店を経由して下記連

４ 表面の支払開始日から１年を過ぎると、この通知書による支払店での支払はで

５ この通知書を拾われた方は、最寄りの労働基準監督署まで届け出てください。

表記の金額を受け取ることを下記

面の支払店に差し出してください。

（ 注 意 事 項 ）
１ この通知書の受領後、盗難等のためこの通知書により第三者がその支払を受け

払を受けるまでは大切に保管してください。

委 任 欄

の者に委任します。

望の支払店から支払を受けるまでに 20日程度かかります。

ください。

絡先に届け出てください。

きませんので注意してください。

たときは、通常の場合、国は貴殿に対しお支払できないことになりますので、支

２ 支払を受けるときは、表面の「受領証」欄に氏名を書き、年金証書と一緒に表

なお、住所の変更などにより表面の支払店から支払を受けることが困難な場合
には、この通知書を持参のうえ、最寄りの労働基準監督署に届け出てください。
ご希望の支払店から支払を受けることができます。この場合、届け出てからご希

３ この通知書を亡失したときは、直ちに、表面の支払店に支払の停止を請求して

合 計 支 払 額 円　

学等援護費・労災援護給付金」とあるのは「特別遺族年金」と

労 災 保 険 年 金 円　
労災就学等援護費 円　
労災援護給付金 円　

特 別 遺 族 年 金 円　とあるのは「 」とする。

３ 「（注意事項）」については、上記の他、必要な事項を記述することができる。
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別紙第４号書式

年 月 日

店

年 月 日

払渡しを受けるまでは大切に保管してく

第二片
（表面）

第一片 第三片

左の金額を左面記載の支払店でお受け取
りください。
（注意事項）
１ この通知書の受領後、盗難等のためこ

の通知書により第三者がその支払を受け
たときは、通常の場合、国はあなたに対
してお支払できないことになりますので、

ますと表記の支払店では支払を受けられ

ださい。
２ この通知書を亡失したときは、直ちに

左面記載の支払店に支払の停止を請求し
てください。

この場合、その支払がまだなされてい
ないときは、左面記載支払店を経由して

支払店

○○年金送金通知書

ません（その場合は左面記載の取扱官署
にお申出ください）。

あなたの年金は、下記のとおり支払いま
す。

氏 名

支払開始日 令和

年金の種類

年金証書の基礎年金番号・年金コード

発行官署へ届け出てください。
３ 受取人は、領収証欄に日付及び氏名を

記入し、年金証書と一緒に支払店に差出し
てください。

４ 左面記載の支払開始日から１年を過ぎ

（受取人、住所、氏名）

上記の金額を受領しました。

領 収 証

令和
氏 名

官署支出官
厚生労働省年金局
事業企画課長

〔金額 円〕

銀行
郵便局
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年 月 日

備考

（裏面）
第一片 第二片 第三片

３ 注意事項は、上記内容のほか、必要な事項を記述することができる。

委 任 状

した。

令和

（代理人）
住所

氏名

標記の金額の受領を下記の者に委任しま

（受給者）
住所

氏名

１ 用紙の各片の大きさは、はがきの大きさとし、三面圧着式又は一面はがきの形式とする。
２ 金額欄は、上記内容のほか、必要な金額を記述することができる。

足的老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金並びに遺族年金生活者支援給付金の送金に係る通知をす
る場合にあっては、「○○年金送金通知書」とあるのは「年金生活者支援給付金送金通知書」と、「あなたの年金は」
とあるのは「あなたの給付金は」と、「年金の種類」とあるのは「給付金の種類」と、「厚生労働省年金局事業企画課
長」とあるのは「厚生労働省大臣官房会計課長」とする。

４ 書面には当該送金にかかる年金の種類を記載することができる。
５ 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律（平成 21年法律第 37

号）に基づく保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の送金に係る通知をする場合にあっては、「○○年金
送金通知書」とあるのは「○○加算金送金通知書」と、「あなたの年金は」とあるのは「あなたの加算金は」と、「年
金の種類」とあるのは「加算金の種類」とする。

６ 年金生活者支援給付金の支給に関する法律（平成 24年法律第 102号）に基づく老齢年金生活者支援給付金及び補
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別紙第四号の二書式
（表面）

年金恩給等送金通知書

（恩給種別） 第 号

受給者氏名

給与金種別

「支払開始日」 年 月 日 住所

又は「発行日」

円

円 氏名

円

円

支　払　店 銀行 店

上記のとおり支払います。

受　領　証 上記の金額を受領しました。

受領年月日 令和　年　月　日

受領者氏名

官署支出官

総務省政策統括官（統計制度・恩給担当）　印

（裏面）

１

表面記載の支払額を受ける

ことを次の代理受領者に委任

２ します。

令和　年　月　日

３

住所

４

５ 氏名

（受給者）

〔お知らせ〕

この通知書の受領後、盗難等のためこの通知書により第三者がその支

払を受けたときは、通常の場合、国はあなたに対しお支払できないこと

になりますので、支払を受けるまでは大切に保管してください。

この通知書を亡失したときは、直ちに、表面記載の支払店に支払の停

止を請求してください。

　 この場合、支払がまだなされていないときは、表面記載の支払店を経

由して、下記連絡先に届け出てください。

支払を受けるときは、表面の「受領証」欄に年月日、署名し、身分証

明書又は預貯金通帳等正当な受取人又は代理人であることを証する書面

を持参し、証書、裁定通知書又は失権時給与金支給決定通知書とともに

支払店に提示してください。

表面に記載されている年月日から1年を過ぎますと表面記載の支払店

では支払を受けられません（その場合は、下記連絡先にお申し出くださ

い。）。

表面に記載されている年月日の前に年金恩給等を受ける権利を失った

ときは、支払を受けることができません。また、年金恩給等を受けてい

る方が亡くなられたときは、電話でご相談ください。

（連絡先）

（所在地） 氏名

備考 １ 用紙の大きさは、はがきの大きさとする。

２ 「お知らせ」については、上記のほか、必要な事項を記述することができる。

委　任　欄

（代理受領者）

支 給 額

所 得 税 額

調 整 額

支 払 額

郵 便 局
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（注意事項）

下記のとおり、援護年金が支払われるので通知します。

　この通知書の受領後、盗難等の
ためこの通知書により第三者がそ
の支払を受けたときは、通常の場
合、国は貴殿に対しお支払できな
いことになりますので、支払を受
けるまでは大切に保管してくださ
い。
　この通知書を亡失したときは、
直ちに支払店に支払の停止を請求
してください。この場合、その支
払がまだなされていないときは、
支払店を経由して問い合わせ先へ
届け出てください。
　受取人は、領収証欄に日付、住
所及び氏名を記入して、年金証書
及び印鑑証明書、身分証明書又は
預貯金通帳等正当な受取人又はそ
の代理人であることを証する書面
を持参するようにしてください。
　記載されている年月日から１年
を過ぎますと支払店では支払を受
けられません（その場合は問い合
わせ先にお申し出ください。）。
　年金を受けることについて、ご
不明な点があるときは、問い合わ
せ先へお問い合わせください。

１

２

３

４

５

１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。
２　（注意事項）については、上記のほか、必要な事項を記述することができる。

官署支出官　厚生労働省大臣官房会計課長　

〔「　　　　　銀行　　　　　店」又は「　　　　　郵便局」〕

委任者

代理人

委　任　状

本通知書により支払いを受けることを下欄の者に委任
しました。

援護年金送金通知書

「整理番号」又は
「送金等番号」

調整額（円） 支払額（円） 備考

戦傷病者戦没者遺族等援護法

住      所

支払店

領収証

上記の金額を受領しました。 年　　　月　　　日

受給者氏名

備考

別紙第四号の三書式

年　　　月　　　日

氏 名

住 所

（受取人、住所、氏名）

（ 問 い 合 わ せ 先 ）
（ 所 在 地 ）

根 拠 法

記号番号

受 給 者

「支払開始日」
又は「発行日」

支給額（円）

住      所

受給者氏名
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別紙第四号の四書式
（表面）

（受給権者

〔「支払開始日」又は「発行日」〕 年 月 日

住所

氏名 様）

年 月 日

氏　　名

（官署支出官　厚生労働省大臣官房会計課長）

（裏面）

１

表面記載の支払額を受ける

ことを次の代理受領者に委任

２ します。

令和　　年　　月　　日

３

住所

４

５ 氏名

（受給者）

〔注意事項〕

この通知書の受領後、盗難等のためこの通知書により第三者がその支

払を受けたときは、通常の場合、国は貴殿に対しお支払できないことに

なりますので、支払を受けるまでは大切に保管してください。

この通知書を亡失したときは、直ちに、表面記載の支払店に支払の停

止を請求してください。

　 この場合、支払がまだなされていないときは、表面記載の支払店を経

由して下記連絡先に届け出てください。

支払を受けるときは、表面の「受領証」欄に年月日、署名し、印鑑証

明書、身分証明書又は預貯金通帳等正当な受取人又はその代理人である

ことを証する書面を持参し、証書とともに表面記載の支払店に提示して

ください。

表面に記載されている年月日から１年を過ぎますと表面記載の支払店

では支払を受けられません　（その場合は下記連絡先にお申し出くださ

い。）。

手当を受けることについて、ご不明な点がございましたら、お住まい

の市町村の窓口へお問い合わせください。

（連絡先）

（所在地） 氏名

備考 １ 用紙の大きさは、はがきの大きさとする。

２ 「注意事項」については、上記のほか、必要な事項を記述することができる。

　下記のとおり、特別児童扶養手当が支払われるので通知しま
す。

（裏面の注意事項をよく読んでください。）

（代理受領者）

特別児童扶養手当送金通知書

証 書 の 番 号

支 給 額

支 払 店

円

店銀行

郵便局

委　任　欄

　 「整理番号」又は
　 「送金等番号」

上記の金額を受領しました。

受　領　証
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別紙第５号書式 

（その１） 

国庫金振込又は送金訂正手続請求書 

                                         第   号 

                                         年 月 日 

下記のとおり訂正の手続きを請求します。 

振込又は送金の別 1 振込          2 送金 

振込又は送金の請求年月日 年  月  日  

年金証書番号又は振込若しくは 

送金番号 

 

  元 訂正 

受取人氏名   

振込先又は払渡金融機関店舗名   

預貯金種別及び口座番号   

金額  

取扱官署 総務省又は厚生労働省 

（センター支出官あて） 

（官署支出官 官職 氏 名  ） 

（その２） 

国庫金振込又は送金訂正請求書 

                                         第   号         

                                         年 月 日 

下記のとおり訂正して下さい。 

振込又は送金の別 1 振込         2 送金 

振込又は送金の請求年月日 年  月  日  

年金証書番号又は振込若しくは 

送金番号 

 

  元 訂正 

受取人氏名   

振込先又は払渡金融機関店舗名   

預貯金種別及び口座番号   

金額  

取扱官署 総務省又は厚生労働省 

日本銀行（何店あて） 

                              （センター支出官 官職 氏 名 印） 

 

備考 1 用紙の大きさは、日本産業規格 A 列 5 とする。 

       2 振込の訂正を請求する場合には「１ 振込」の文字を、送金の訂正を請求する場合には 

「 2   送金」の文字を、それぞれ〇で囲むものとする。 

       3 年度ごとに連続番号を付するものとする。 

       4 余白に年金等の区分を記入する。 

       5 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその 

他所要の調整を加えることができる。 
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別紙第６号書式 

（その 1） 

国庫金振込又は送金訂正手続請求書 

                                         第   号 

                                         年 月 日 

下記のとおり訂正の手続きを請求します。 

1 振込 

振込又は送金の請求年月日    年  月  日  

明細内訳 
別添の電磁的記録媒体（電磁的記録媒体番号 番 

から 番）収録内容のとおり。 

件数及び金額  

取扱官署 厚生労働省年金局事業企画課 

2 送金 

振込又は送金の請求年月日    年  月  日  

年金証書番号又は振込若しくは送

金番号 

 

金額  

 元 訂正 

受取人氏名   

払渡金融機関店舗名   

取扱官署 厚生労働省年金局事業企画課 

（センター支出官あて） 

（官署支出官 官職 氏 名  ） 
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（その２） 

国庫金振込又は送金訂正請求書 

                                         第   号         

                                         年 月 日 

下記のとおり訂正して下さい。 

１ 振込 

振込又は送金の請求年月日 年  月  日  

明細内訳 
別添の電磁的記録媒体（電磁的記録媒体番号 番 

から 番）収録内容のとおり。 

件数及び金額  

取扱官署 厚生労働省年金局事業企画課 

2 送金 

振込又は送金の請求年月日 年  月  日  

年金証書番号又は振込若しくは送

金番号 

  

金額   

      元 訂正 

受取人氏名   

払渡金融機関店舗名   

取扱官署 厚生労働省年金局事業企画課 

日本銀行（何店あて） 

                              （センター支出官 官職 氏 名 印） 

 

備考 1 用紙の大きさは、日本産業規格 A 列 5 とする。 

      2 振込の訂正を請求する場合には「１ 振込」の文字を、送金の訂正を請求する場合には 

「2 送金」の文字を、それぞれ〇で囲むものとする。 

      3 年度ごとに連続番号を付するものとする。 

      4 余白に年金等の区分を記入する。 

      5 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその 

       他所要の調整を加えることができる。 
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別紙第７号書式
（その１）

（所管）
（会計名）

）

（その２）

（所管）
（会計名）

印 ）

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列５とする。
２ （その１）と（その２）とに共通する事項は、複写により記入するものとする。
３ （その１）には各官署支出官において年度ごとに連続番号を、（その２）にはセンター支出官において
年度ごとに連続番号を付するものとする。

４ ２以上の払出科目がある振込の取消を請求する場合には、払出科目記載欄にすべての払出科目及び当該
払出科目ごとの振込金額を記載する。

国庫金振込又は送金取消手続請求書

年 月 日
第 号

下記の金額の振込み又は送金について取消しの手続を請求します。

振 込 又 は 送 金 の 別

受 取 人 の 氏 名 又 は 名 称

振 込 又 は 送 金 の た
め の 支 出 年 月 日

　　　年　　　月　　　日

１ ２振込 送金

振 込 先 又 は 払 渡
金 融 機 関 店 舗 名

第 号
年 月 日

下記の金額の振込み又は送金を取り消して下さい。

１ 振込

第　　　号

フ リ ガ ナ

受 取 人 の 氏 名 又 は 名 称

金 額 円

振 込 又 は 送 金 の
請 求 年 月 日

　　　年　　　月　　　日
振込又は送
金 番 号

国庫金振込又は送金取消請求書

第　　　号
振 込 又 は
送 金 番 号

円

振 込 又 は 送 金 の 別 ２ 送金

（官署支出官　官職　氏　　　名
（センター支出官　あて）

（項）（部局等）

金 額

振 込 先 又 は 払 渡 金 融 機 関
店 舗 名

（年度歳出）　　

取 扱 官 署

フ リ ガ ナ

（センター支出官　官職　氏　　　名

（年度歳出）　　

（部局等） （項）

取 扱 官 署

日本銀行（何店　あて）
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別
紙
第
８
号
書
式別紙第８号書式

（その１）

（所管）
（会計名）

）

付表

金額

取扱官署

振込又は送金のための支出年月日 年 月 日

年金証書番号

受取人氏名

振込先又は払渡金融機関店舗名

国庫金振込又は送金取消明細書
第　　　号
年　月　日

（官署支出官　官職　氏　名

振込又は送金のための支出年月日 年 月 日

年金証書番号又は振込若しくは送金番号

受取人氏名

振込先又は払渡金融機関店舗名

年　月　日

国庫金振込又は送金取消手続請求書

（センター支出官あて）

（項）（部局等）

取扱官署

第　　　号

下記の金額の振込み又は送金について取消しの手続を請求します。

金額

（年度歳出）　　

振込又は送金の別 １ ２振込 送金
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（その２）

（所管）
（会計名）

印 ）

付表

１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列５とする。
２ （その１）と（その２）とに共通する事項は、複写により記入するものとする。
３ 振込の取消を請求する場合には「１　振込」の文字を、送金の取消を請求する場合には

「２　送金」の文字を、それぞれ○で囲むものとする。
４ 付表（付表の記載事項を記録した電磁的記録媒体を含む。）を添付する場合には、請求

書中「年金証書番号又は振込若しくは送金番号」欄、「受取人氏名」欄、「振込先又は払
渡金融機関店舗名」欄には、「別添の明細書（第　号から第　号まで）のとおり。」（た
だし、電磁的記録媒体を添付する場合にあっては「別添の電磁的記録媒体（電磁的記録媒
体番号　番から　番まで）のとおり。」）と記入し、「金額」欄には、付表の合計金額お
よび合計枚数（ただし、電磁的記録媒体を添付する場合にあっては、収録した件数）を記
入する。

５ 余白に年金等の区分を記入する。
６ （その１）には、取扱官署において年度ごとに連続番号を、（その２）にはセンター支

出官において年度ごとに連続番号を付するものとする。
７ 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその

他所要の調整を加えることができる。

受取人氏名

振込先又は払渡金融機関店舗名

金額

取扱官署

備考

年金証書番号

（年度歳出）　　

（部局等） （項）

取扱官署

　日本銀行（何店あて）

国庫金振込又は送金取消明細書
第　　　号
年　月　日

振込又は送金のための請求年月日 年 月 日

（センター支出官　官職　氏　名

金額

国庫金振込又は送金取消請求書
第　　　号
年　月　日

下記の金額の振込み又は送金を取り消してください。

振込又は送金の別 １ 振込 ２ 送金

振込又は送金の請求年月日 年 月 日

年金証書番号又は振込若しくは送金番号

受取人氏名

振込先又は払渡金融機関店舗名
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別
紙
第
９
号
書
式

別紙第9号書式

道府県民税及び市町村民税月割額支出決定済通知書

年月日
内　線

振 　込
異動者金　　額

振込先
金 　融
機関名

連 絡 先

電話番号

特別徴収
義務者名
指定番号

官　署　の

所　在　地（官署名）
義務者名市区町村
特別徴収官　　　署

支出官名村コード

都道府

県コード

都道府

県 　名

市 区 町
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別
紙
第
９
号
の
２
書
式

別紙第９号の２書式

年 月 日払込

長殿

特別徴収義務者
指　定　番　号

年 月 日

備 考 用紙の大きさは、郵便はがきの大きさとする。

　　　　　　　　　　　　　　（官署の所在地及び官署名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（官署支出官　官職　氏　　　　名）

（表　　面）

指定金融機関 （納入先　市町村）

年　　月分　退職手当等所得割

給与所得者の異動　　（有・無）

金　　　額 円

第　　　　　　　号

（裏　　面）

道府県民税及び市町村民税退職手当等所得割（納入
　　　　　　　　申告及び）支出決定済通知書

　　地方税法第50条の５及び第328条の５第２項の規定により、下記のとおり分
　離課税に係る所得割について納入の申告をし、表記のとおり振込・送金の方法
　により支出決定したので通知します。

人員　　　　　人 支　払　金　額 円

特 別 徴 収 税 額
市 町 村 民 税

道 府 県 民 税

円

円
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別
紙
第
９
号
の
３
書
式

「何」　会計

年　度

円 円

上記の健康保険料被保険者負担金を払い込みました。

　令和　「何」　年　「何」　月　「何」　日
　「官署支出官　 官 氏 名 」

　「歳入徴収官 官 氏 名 」 殿

備考 用紙寸法は、日本産業規格Ａ列５とすること。

別紙第9号の3書式

備 考
主　　　管

（又は所管）

健康保険料被保険者負担金額表 収入取扱庁

国庫金振替書
健康保険被

保険者氏名
報 酬 額

保 険 料

負 担 金
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別
紙
第
９
号
の
４
書
式

別紙第9号の4書式

「何」　会計

年　度

円 円

上記の船員保険料被保険者負担金を払い込みました。

　令和　「何」　年　「何」　月　「何」　日
　「官署支出官　 官 氏 名 」

　「歳入徴収官 官 氏 名 」 殿

備考 用紙寸法は、日本産業規格Ａ列５とすること。

国庫金振替書 報 酬 額 備 考
（又は所管） 名 負 担 金

被保険者氏

船員保険料被保険者負担金額表 収入取扱庁

主　　　管 船員保険料 保 険 料
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別
紙
第
９
号
の
５
書
式

「何」　会計

用者氏名

円

上記の国家公務員有料宿舎使用料を払い込みました。

　令和　「何」　年　「何」　月　「何」　日
　「官署支出官　 官 氏 名 」

　「歳入徴収官 官 氏 名 」 殿

備考

料金額に係るものにあつては、同規格Ａ列4）とすること。

別紙第9号の5書式

用紙寸法は、日本産業規格Ａ列５（国家公務員宿舎法（昭和24年法律第117号）第5条に規定する合同宿舎の使用

（又は所管）
備 考

国家公務員

国家公務員有料宿舎使用料金額表 収入取扱庁

主　　　管
有料宿舎使国庫金振替書年 度 使 用 料
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別
紙
第
９
号
の
６
書
式

「何」　会計

円

上記の国家公務員通勤災害一部負担金を払い込みました。

　令和　「何」　年　「何」　月　「何」　日
　「官署支出官　 官 氏 名 」

　「歳入徴収官 官 氏 名 」 殿

備考 用紙寸法は、日本産業規格Ａ列5とすること。

（又は所管） 金払込額

一部負担

氏 名

国家公務員通勤災害一部負担金額表

年 度 国庫金振替書 備 考

別紙第9号の6書式

収入取扱庁

主　　　管 被 災 職 員
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別
紙
第
９
号
の
７
書
式

「何」　会計

年　度

円

上記の防衛省職員食事代を払い込みました。

　令和　「何」　年　「何」　月　「何」　日
氏 名 」

「歳入徴収官 官         氏          名」 殿

備考 用紙寸法は、日本産業規格Ａ列5とすること。

「官署支出官 官

別紙第9号の7書式

国庫金振替書 備 考
（又は所管） 氏　　　　　名

防衛省職員食事代金額表 収入取扱庁

主　　　管 防衛省職員
食　　事　　代
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別
紙
第
９
号
の
８
書
式

「何」　会計

年　度

円

上記の防衛省職員被服弁償金を払い込みました。

　令和　「何」　年　「何」　月　「何」　日
氏 名 」

「歳入徴収官 官         氏          名」 殿

備考 用紙寸法は、日本産業規格Ａ列5とすること。

官

別紙第9号の8書式

国庫金振替書 備 考
氏　　　　名 払 込 額

　防衛省職員被服弁償金額表 収入取扱庁

防衛省職員 弁 償 金
主　　　管

「官署支出官
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別
紙
第
９
号
の
９
書
式

「何」　会計

年　度

円

上記の防衛省職員被服代払込金額を払い込みました。

　令和　「何」　年　「何」　月　「何」　日
氏 名 」

[歳入徴収官 官　　　　氏　　　　　名」 殿

備考 用紙寸法は、日本産業規格Ａ列5とすること。

官

別紙第9号の9書式

国庫金振替書 備 考
氏　　　　名 金 額

　防衛省職員被服代払込金額表 収入取扱庁

防衛省職員 被服代払込
主　　　管

「官署支出官
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別
紙
第
９
号
の
１
０
書
式

「何」　会計

年　度

円 円

上記の厚生年金保険料被保険者負担金を払い込みました。

　令和　「何」　年　「何」　月　「何」　日
　「官署支出官　 官 氏 名 」

　「歳入徴収官 官 氏 名 」 殿

備考 用紙寸法は、日本産業規格Ａ列5とすること。

別紙第9号の10書式

国庫金振替書 報 酬 額 備 考
（又は所管） 保険者氏名 負 担 金

厚生年金保険料被保険者負担金額表 収入取扱庁

主　　　管 厚生保険被 保 険 料
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別
紙
第
９
号
の
１
１
書
式

「何」　会計

円

上記の相殺金額を払い込みました。

　令和　「何」　年　「何」　月　「何」　日
　「官署支出官　 官 氏 名 」

　「歳入徴収官 官 氏 名 」 殿

備考 用紙寸法は、日本産業規格Ａ列5とすること。

別紙第9号の11書式

（又は所管） 氏 名

収入取扱庁

主　　　管 相殺相手方

相 殺 額 表

年 度 国庫金振替書 相 殺 金 額 備 考
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別
紙
第
１
０
号
書
式

）

）

1  用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。
2　支出決定簿、支出負担行為差引簿及び支出簿については、支出官引継書に添付する

3　官署支出官が廃止される場合には、本書式中「交替の日」とあるのは「廃止の日」
 と、「前任者」とあるのは「廃止される者」と、「後任者」とあるのは「残務を引き

 別紙において、科目別の金額を明らかにするものとする。  

 継ぐ者」とする。

支　出　官　引　継　書

       （年度）　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　（所管）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　（会計名）

帳 簿 の 名 称 当該年度の交替日の前日までの期間

年　　月　　日～　　年　　月　　日　　

上記帳簿の交替の日の前日現在における金額は、別紙のとおりである。以上のとおり、
引継ぎを完了した。

備考

年　　月　　日

   前任者（支出官　官職　氏　　　　名

   後任者（支出官　官職　氏　　　　名

別紙第10号書式
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別
紙
第
十
一
号
書
式

１
２

３

備考
　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。
　第28条第１項の規定によりセンター支出官又はセンター支出官代理の異
動があつた場合において作成する通知書には、前任のセンター支出官又は
センター支出官代理の官職及び氏名を付記するものとする。
　第28条第２項の規定により作成する通知書には、センター支出官代理
（センター支出官代理が作成するときは、センター支出官）の官職及び氏
名を付記するものとする。

（　会計　所管

日本銀行「何」店受付
年　　月　　日

別紙第十一号書式

番　　　　　号
年　　月　　日

取引関係通知書

（官職氏名）は、本日付けをもつて、貴店との間に支出に関する取引を開始
するので通知します。

（理　由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（付　記）

日本銀行「何」店あて

官職　氏名　印　）センター支出官代理
セ ン タ ー 支 出 官
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別
紙
第
１
２
号
書
式

別紙第12号書式

（所管） 円

（会計名）

（部局等）

（項）

　備考 1 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。
2 小切手番号欄には、この明細書を添付する小切手の番号を記載するものとする。
3 勘定の区分がある特別会計にあつては、「(部局等）」とあるのは、「（勘定）」とする。
4 記載事項が二葉以上にわたる場合には、各葉の右上方に頁数を付するものとする。
5 この明細書は、電子情報処理組織を使用して作成するものとする。
6 必要があるときは、各欄を区分することその他所要の調整を加えることができる。

合　　　　  　　　　　　　計

小　切　手　払　出　科　目　明　細　書

年度歳出　　　　年　　月　　日　

小切手番号第　　　号

所 管、 会 計 名、 部 局 等 及 び 項 金　　　　　　額
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別
紙
第
１
３
号
書
式
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別
紙
第
１
４
号
書
式

別紙第14号書式

日本銀行 （何店　あて）

指図者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（センター支出官　官職　氏名　　㊞）

支　　　　払　　　　指　　　　図　　　　書

金　額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

上記の金額を政府預金から払出しの上、振込み又は送金して下さい。
払出科目、振込又は送金先及びその他の事項
　 別添の支払指図書払出科目明細書並びに国庫金振込又は送金明細書、国庫金振込明細票、
　 国庫金送金明細票及び外国送金明細票のとおり

第
一
片

第
二
片

　　　　　　　年　　　　月　　　　日 年度歳出 　番号

上記の金額を政府預金から払出しの上、振込み又は送金して下さい。
払出科目、振込又は送金先及びその他の事項
　 別添の支払指図書払出科目明細書並びに国庫金振込又は送金明細書、国庫金振込明細票、
　 国庫金送金明細票及び外国送金明細票のとおり

                      年　　　　月　　　　日　　　　 年度歳出 　番号

金　額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

支　　　払　　　指　　　図　　　書　　　原　　　符
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付表（その１）

　　年度歳出　　　年　　　 月 　　　日

円
（所管）
　（会計名）

　　（部局等）

　　　（項）

付表（その2）

　年　　月　　　日
支払指図書番号第　　　　号

　　年度歳出

付表（その3）

　　年　　月　　日

（取扱官署名）

第
二
片 　　年　　月　　日

第
三
片

　　年　　月　　日

国 庫 金 振 込 明 細 票

資金の種
類別区分

振 込 先 金
融 機 関 名
預 貯 金
種 別

取扱庁名

（受取人　氏名）

預 貯 金
口 座 番 号

番　　　　号

金　　　　額 円

振 込 先 金
融 機 関 名

国 庫 金 振 込 明 細 票

預 貯 金
種 別
預 貯 金
口 座 番 号

番     　　号

金　　　　額 円

（部局等及び項）

取扱庁名

資金の種
類別区分

振 込 先 金
融 機 関 名
預 貯 金
種 別

（受取人　氏名）

預 貯 金
口 座 番 号

番　　　　号

金　　　　額 円

金　　　　　　　　　額　　　　所管、会計名、部局等及び項

第
一
片

国 庫 金 振 込 明 細 票

支　払　指　図　書　払　出　科　目　明　細　書

支払指図書番号第　　      号

区　分 件　数 金　　　　額

国庫金振込又は送金明細書

金　　　　　　額
円

　　　　　　　　　　合　　　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　

外国送金

計

振　　込
件 円

送　　金

（受取人　氏名）
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付表（その4）

請求書日付　　　　　　　　年　　　月　　　　日

　　（取扱官署名）

通知書日付　　　　　　年　　　　月　　　日 （日　　付）

（　　　　　　店所属）
銀行　　　　　（何店　　　）
郵便局

（注意）　支払の際は、本人確認をして下さい。

通知書日付　　　　　　年　　　　月　　　日 　（日　　付）

（　　　　　　店所属）
銀行　　　　　　　　　（何店）
郵便局

国 庫 金 送 金 案 内 書

金　　額 円

（受取人　住　所　氏　名）

払
渡
店
名

払
渡
店
名

（受取人　住　所　氏　名）

国 庫 金 送 金 決 済 票

金　　額 円

番　　号

番　　号

国 庫 金 送 金 明 細 票

取扱庁名

資金の種
類別区分

円金　　額

（受取人　住　所　氏　名）
（部局等及び項）

番　　号

払
渡
店
名

第
一
片

第
二
片

第
三
片

（日付）
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付表（その5）
第
一

片

　　　　年　　　　月　　　　日

（取扱官署名）

第
二
片

　　　　年　　　　月　　　　日

備　考

を記載するものとする。

であるときは、付表（その４）のあて先に当該市町村の担当係名を付記するものとする。

　    とする。

外 国 送 金 明 細 票

取扱庁名

資金の種
類別区分

受　　　　　　　　取　　　　　　　　人
番　　号

住　　　　　　　　　　　　所 氏　　　　名

邦貨額

外貨額

　　 る。

　　  る。

邦貨額

外貨額

備　　考
送　金
事　由

外 国 送 金 明 細 票

取扱庁名

資金の種
類別区分

通　　貨　　名

「（部局等）」とあるのは「（勘定）」とする。

備　　考
送　金
事　由

２ 付表（その１）及び付表（その２）の支払指図書番号欄には、これを添付する支払指図書の番号
　　 を記載するものとする。

３ 勘定の区分のある特別会計にあつては、付表（その１）の所管、会計名、部局等及び項の欄中

付表（その２）及び付表（その５）については、日本産業規格A列４とし、付表（その３）及び付
　　 表（その４）の各片についてはおおむね縦11cm、横21cmとする。

円

（　部　局　等　及　び　項　）

金　　　　　　　　　　額

番　　号
受　　　　　　　　取　　　　　　　　人

金　　　　　　　　　　額 通　　貨　　名
住　　　　　　　　　　　　所 氏　　　　名

４ 付表（その１）の記載事項が、二葉以上にわたるときは、各葉の右上方に頁数を付するものとす

　　 る。

用して作成するものとす る。

円

歳出」と、部局等及び項の欄には当該資金に係る部局等（勘定のある特別会計にあつては勘定名）
及び項を、取扱官署名欄には官署支出官の所属庁名を、番号欄には振込み又は送金の番号を記載

８ 付表（その３）の預貯金種別欄は、「普通」、「当座」、「通知」又は「別段」のうち該当する種別

９ 送金が都道府県民税及び市町村民税の月割額又は退職手当等に係る所得割の納入に係るもの

10 付表（その５）に記載する外国人の氏名及び外国の地名は、なるべく原語で表示するものとす

11 邦貨を基礎とする場合においては、付表（その５）の通貨名欄に送金すべき通貨を表示するもの

12 付表（その１）、付表（その３）、付表（その４）及び付表（その５）は、電子情報処理組織を使

　　 るものとする。

　　 のとする。

５ 必要があるときは、付表（その１）の各欄を区分することその他所要の調整を加えることができ

６ 付表（その２）の記載に当たり、年金等に係る支払があるときは、その金額を内書き付記するも

７ 付表の取扱庁名欄には支出官の所属庁名を、資金の種類別区分の欄には「○年度○所管○会計

１ 用紙の大きさは、支払指図書の各片についてはおおむね縦11cm、横14cmとし、付表（その１）、
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別
紙
第
１
５
号
書
式

2

金額

（領収証の収入印紙
　要・不要）

 （日付印）

1

（表 面）

（官署の所在地及び官署名）

（支払事由 ）

番

殿

第15号書式　〔第37条〕

　右の金額を次の金融機関でお受け

　取り下さい。

（注意事項）
　この通知書の受領後、盗難等の

　

ためこの通知書により第三者がそ
の支払を受けたときは、通常の場
合、国は貴殿に対しお支払できな
いことになりますので、払渡しを
受けるまでは大切に保管して下さ
い。
　なお、この通知書についてのお
問合せは、取扱官署にお申出下さ
い。

この通知書を亡失したときは、
直ちに上記の銀行又は郵便局に支
払の停止を請求して下さい。

（裏面につづく） 裏面の領収証にご記入のうえ窓口に
お出し下さい。 

国 庫 金 送 金 通 知 書　

令和　   年 　　月　 　日発行

（センター支出官　官職　  ）

（受取人　住所　氏名）

（取扱官署名）

円

払

渡

店

名

号
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　、印鑑証明書、身分証明書又は預貯金通帳等
　正当な受取人又はその代理人であることを証
　する書面を持参するようにして下さい。
４　受取人は、領収証欄に日付、住所及び氏名

を記入して下さい。ただし、公務員が公金を
受領する場合にあつては、官庁名又は公共団
体等の名称及び官職名を記入し、記名して下
さい。

５　受取人が代理人に現金支払の請求をさせよ
うとするときは、受取人が委任状欄に相当の
事項を記入し、署名するか又は別に委任状を
差し出して下さい。この場合には、代理人は
領収証欄に代理人であることを付記し、記名
して下さい。

６　印紙税法の規定により、印紙税を納めるこ
　ととなつている場合には、所定の額に相当す
　る収入印紙をはり、消して下さい。
７　この通知書の発行の日から１年を過ぎます

と表記の銀行又は郵便局では払いを受けられ
ません（その場合は表面記載の取扱官署にお
申出下さい。）。

備考

　１　用紙の大きさは、おおむね縦11㎝、横21㎝とする。
　　２　表面の領収証の収入印紙欄は、要・不要のいずれかの不要文字を抹消するものとする。

　３　この通知書は、電子情報処理組織を使用して作成するものとする。　

氏　名

収　　入

印　　紙

　（表面よりつづく）
　　この場合、その支払がまだなされていない
　ときは、上記金融機関を経由して発行官署へ
　届け出て下さい。
３　この通知書により送金金額を受け取る者は

しました。年 月 日

表記の金額を受領しました。

年 月 日住　所

氏　名 住　所

（裏 面）

領 収 証 委 任 状

表記の金額の受領を
に委任
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別
紙
第
１
６
号
書
式

別紙第16号書式

金　額

金　額

振替元

（センター支出官　官職　氏　　　　　　　　名 印 ）

日本銀行（何店　あて）

第
　
一
　
片

第
　
二
　
片

国　庫　金　振　替　書　

年　　　月　　　日 　　　　　年度歳出 番号

件数

国　庫　金　振　替　書　原　符

円

払出科目、振替先、受入科目及びその他の事項

別添の国庫金振替書払出科目明細書及び国庫金振替明細票のとおり

年　　　月　　　日 　　　　　年度歳出 番号

件数
円

払出科目、振替先、受入科目及びその他の事項

別添の国庫金振替書払出科目明細書及び国庫金振替明細票のとおり
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付表（その１）

（所　管）

（会計名）

（部局等）

（項）

付表（その２）

振替先

受入科目 払出科目

第
　
一
　
片

所　管、　会　計　名、　部　局　等　及　び　項 金　　　　　　　　　額

国　庫　金　振　替　書　払　出　科　目　明　細　書

年度歳出　　　年　　　月　　　日

　国 庫 金 振 替 番 号 第　　　号

国　庫　金　振　替　明　細　票　控

円

年　　   　　月　　   　　日  番号

金  額

円
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振替先

振替元

1

業規格Ａ列４とし、付表（その２）の各片についてはおおむね縦11cm、横21cmとする。

2

3

庫内の振替の番号を記載するものとする。

4

るのは、「（勘定）」とする。

5

6

金振替書の余白に記載するものとする。

7

8

9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　国　庫　金　振　替　明　細　票　　　　　　　　　　　　　　　（受入）

年　   　 　　月　　　    　日  番号

受 入 科 目

円金　額

第
　
二
　
片

備　考

（センター支出官　　官　　職）

　用紙の大きさは、国庫金振替書の各片についてはおおむね縦11cm、横14cmとし、付表（その１）については日本産

　この国庫金振替書には、年度ごとに連続番号を付するものとする。

　付表（その１）の国庫金振替書番号欄にはこれを添付する国庫金振替書の番号を、付表（その２）の番号欄には国

　必要があるときは、付表（その１）の各欄を区分することその他所要の調整を加えることができる。

　勘定の区分がある特別会計にあつては、付表（その１）の所管、会計名、部局等及び項の欄中「（部局等）」とあ

　電信振替を要するときは、付表（その２）の右上部に「要電信」と記載するものとする。

　第40条第１項の規定により納付書及び計算書を国庫金振替書に添付するときは、納付書及び計算書の係数を国庫

　付表（その１）の記載事項が、二葉以上にわたるときは、各葉の右上方に頁数を付するものとする。

　付表は、電子情報処理組織を使用して作成するものとする。
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別
紙
第
１
７
号
書
式

別紙第17号書式

（出納官吏　あて）

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。
２ 国庫金振替番号欄には、国庫内の振替の番号を記載するものとする。
３ 第40条第３項の規定により送付するときは、支払事由欄に供託番号又は事件番号を記載するものと

する。
４ 通知文の預託金・保管金・供託金は、いずれかの不要文字を抹消するものとする。
５ この通知書は、電子情報処理組織を使用して作成するものとする。

年 月 日

（センター支出官　官職）

日 本 銀 行 名

国庫金振替番号 金　　額（円） 支　　払　　事　　由

上記の金額を振替先日本銀行の貴官の預託金・保管金・供託金に振替送金したので通知する。

国　庫　金　振　替　送　金　通　知　書

国 庫 金 振 替 書 を
あ て た 日 本 銀 行 名

　　　日本銀行　 本店

　　　日本銀行  (何店)
振 替 先
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別
紙
第
１
８
号
書
式

科目等訂正請求書

元 訂　　　　正

小 　切 　手
国庫金振替書

下記のとおり訂正して下さい。

　 （その２）

元

科目等訂正済通知書

　年　　月　　日

２　当該訂正が小切手に係るものであるときは「小切手」の文

年　　　　　　　　度

所　　　　　　　　管

会　 　　計　　 　名

部　　 　局　 　　等

　庫金振替書」の文字を○で囲むものとする。

日本銀行（何店　あて）

別紙第18号書式

　年　　月　　日

印 ）（センター支出官　官職　氏名　

　（番号）

年月日

　 （その１）

訂　　　　正

小 　切 　手
国庫金振替書

番　号

年月日

年　　　　　　　　度

　字を、当該訂正が国庫金振替書に係るものであるときは「国

下記のとおり訂正しましたので、通知します。

会　 　　計　　 　名

部　　 　局　 　　等

項

金　　　　　　　　額

備考 １　用紙の大きさは、各片とも日本産業規格Ａ列４とする。

項

金　　　　　　　　額 　　　　　　　　　　円 　　　　　　　　　　円

（センター支出官　あて）

所　　　　　　　　管

番　号

日本銀行 （何店 ）
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別
紙
第
１
９
号
書
式

年　　　　　度

科　　　　　目

振　　替　　先

日 本 銀 行 名

年　　　　　度

科　　　　　目

振　　替　　先

日 本 銀 行 名

金　　　　　　　　額

受
　
　
　
　
入

国庫金振替訂正請求書

元 訂　　　　正

国庫金振替

下記のとおり訂正して下さい。

　 （その２）

元

国庫金振替訂正済通知書

　年　　月　　日

番　号

別紙第19号書式

　年　　月　　日

印 ）（センター支出官　官職　氏名　

　（番号）

年月日

　 （その１）

日本銀行（何店　あて）

備考 別紙第18号書式の備考１は、本書式に準用する。

　　　　　　　　　　円

訂　　　　正

国庫金振替

番　号

年月日

　　　　　　　　　　円

（センター支出官　あて）

日本銀行 （何店 ）

受
　
　
　
　
入

下記のとおり訂正しましたので、通知します。

金　　　　　　　　額金　　　　　　　　額
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別
紙
第
２
０
号
書
式

の文字を、当該訂正が送金に係るものであるときは

「送金」の文字を○で囲むものとする。

金融機関店舗名

預貯金種別
及び口座番号

  １

  ２

別紙第18号書式の備考１は、本書式に準用する。

当該訂正が振込みに係るものであるときは「振込」

）

下記のとおり訂正しましたので、通知します。

金　　　　　　　　額金　　　　　　　　額

振　　　込

送　　　金

・

振　　　込

備考

　　　　　　　　　　円

訂　　　　正

番　号

年月日

　　　　　　　　　　円

（センター支出官　あて）

日本銀行 （何店 

別紙第20号書式

　年　　月　　日

印 ）（センター支出官　官職　氏名　

　（番号）

年月日

　 （その１）

日本銀行（何店　あて）

　 （その２）

元

国庫金振込又は送金訂正済通知書

　年　　月　　日

番　号

・

金　　　　　　　　額

国庫金振込又は送金訂正請求書

元 訂　　　　正

下記のとおり訂正して下さい。

送　　　金

受
取
人

金融機関店舗名

住　　　　　所

氏名 又は 名称

住　　　　　所

氏名 又は 名称

預貯金種別
及び口座番号

受
取
人
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別
紙
第
２
１
号
書
式

別紙第21号書式

　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。
　別紙において、科目別の金額を明らかにするものとする。
　支出負担行為認証官が廃止される場合には、本書式中「交替の日」と
あるのは「廃止の日」と、「前任者」とあるのは「廃止される者」と、
「後任者」とあるのは「残務を引き継ぐ者」とする。

１
２
３

備考

支出負担行為認証官引継書
（所　管）

（会計名）

（年　度）

年　　月　　日
前任者（支出負担行為認証官　　　　　　官職　氏名　）
後任者（支出負担行為認証官又は支出官　官職　氏名　）

上記帳簿の交替の日の前日現在における金額は、別紙のとおりである。
以上のとおり、引継ぎを完了した。

年　　月　　日～　　年　　月　　日

当該年度の交替日の前日までの期間

支出負担行為差引簿

帳簿の名称
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